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序．公営住宅等長寿命化計画の策定にあたって
（１）公営住宅等の長寿命化の必要性

平成 18 年 6 月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、国民
の豊かな住生活を実現するため、「住生活基本法」が制定されました。

これにより、住宅のセーフティネットの確保を図りつつ、健全な住宅市場の整備と国民
生活の「質」の向上を図る道筋が示されました。

住生活基本法の基本理念では、国民が豊かさを実感できる社会を実現するためには、住
宅単体だけでなく居住環境を含む住生活全般の「質」の向上を図るとともに、住宅建設を
重視した政策から良質なストックを将来に継承していくことへと政策を転換することが不
可欠となりました。

このようにストック重視の社会的背景のもと、公営住宅分野においても、厳しい財政状
況下にて、更新期を迎えつつある老朽化した大量の公営住宅ストックの効率的かつ、円滑
な更新を実現するにあたり公営住宅の長寿命化を図ることは、ライフサイクルコストの縮
減につながる重要な課題となっています。

これらを踏まえ、公営住宅等においても点検の強化及び早期の管理・修繕により、更新
コストの削減を目指し、公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保全管理、
長寿命化に資する改善を推進していくこととされました。

（２）公営住宅等長寿命化計画の位置付け

公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業の社会資本整備総合交付金交付
は、原則として公営住宅等長寿命化計画に基づいて行うことが要件となりました。

（３）長期的な視点に立った計画的な修繕の実施について

公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保全的管理、長寿命化に資する改
善を着実に実施していくためには、長期的な視点に立った計画的な修繕を実施することが
重要となります。
・ 日常的な保守点検
・ 水漏れ、外壁のひび割れ等、不特定な時期に発生する不具合に対しての経常的な修繕
・ 空家となった住戸に行う空家修繕
・ 外壁塗装の塗り替え、屋根防水工事の実施等、周期的に実施する計画修繕
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など、予め想定される設備機器等の耐用年限等による修繕事項を整理し、これらを計画
的に取り組むことができるような実施体制、環境、資金の準備が必要となります。

長期的な視点に立った計画的な修繕の実施にあたって基礎となる事項は、中長期的な計
画修繕の計画を立てることがあげられます。

そのためには、標準的な住棟における計画修繕周期を設定することが重要となります。
周期については複数の機関から修繕周期が示されているので、それを踏まえ検討のうえ適
切な周期を設定することとします。

また、日常的な保守点検の充実は、建築物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐと
ともに、修繕等の工事の効率的な実施につながります。

修繕周期は、あくまで一般的な劣化が生じると想定される標準的な周期目安を示したも
のです。適切な時期に調査・点検を行ったうえで、建築物の安全性が確認された場合には
予定していた計画修繕の時期を必要に応じて延ばすこともできると考えます。

                                    （岡城阯）
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竹田市公営住宅等長寿命化計画

１．公営住宅等ストックの状況
旧竹田直入地域は、従来から文化、経済、生活等の結びつきが強く、一部の公的事業は

共同で取り組んで来ました。しかし、厳しい財政事情、著しく進む過疎化、少子高齢化等
に対応するため、平成の大合併により平成 17 年 4 月に旧竹田市、旧直入郡の荻町、久住町、
直入町の 4 市町が合併して新竹田市として誕生しました。

公営住宅等については、合併前に 4 市町各々が独自の施策で低廉な家賃の住宅供給を行
ってきました。公営住宅については、昭和 30 年度木造平屋建ての建設をはじめとして、平
成 28 年度までに建設した 18 団地 386 戸、特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅は、平成
6 年度から平成 30 年度までに建設した 6 団地 88 戸、定住促進住宅は平成 30 年度までに建
設した 4 団地 44 戸、改良住宅は、平成 26 年度に建設した 6 戸を管理しています。

以下、公営住宅等のストックの状況を、管理戸数の構造種別、地域別、建設年度別、規
模別の現状について、公営住宅、特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅、定住促進住宅、
改良住宅に区分し、分析を行います。

   

                                                  （久住高原）
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■公営住宅団地 構造別戸数                        単位：戸

地域 団地名 建設年度 総戸数
構造別戸数

木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４
竹田 玉来アパート S30 6 6
竹田 菅生住宅 S33 1 1
竹田 上角アパート S31 8 8
竹田 下坂田団地 S48 6 6
竹田 綿内住宅 S33～34 21 21
竹田 玉来第１団地 S42～44 46 46
竹田 玉来第 2 団地 S46～50 41 5 36
竹田 下矢倉団地 S57.58.60.62 52 36 16
竹田 七里団地 H1～4 20 20
竹田 玉来西団地 H3 4 4
荻 桜住宅 S53.56.H10～13 47 22 5 5 15
荻 栄住宅 H4.5.14.16 20 20
久住 田向住宅 S45～46 14 14
久住 桐迫住宅 S52～55.61.63.H5 43 13 30
久住 池の口住宅 S44.52.57.59～61 21 3 10 8
久住 さくら住宅 H12.14.21.24 21 21
直入 芹川団地 H12 4 4
直入 直入スカイビュー団地 H19. 26.27.28 11 11

合計 386 116 80 99 24 51 16

■特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅団地別 構造別戸数           単位：戸
地域 団地名 建設年度 総戸数 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４

竹田 七里団地（特） H6 15 15
竹田 七里第２団地（特） H10 24 24
竹田 七里第３団地（特） H6 8 8
久住 白丹住宅（特） H9～11 15 15
直入 ドイツ村団地（特） H6～8 16 16
荻 アルバ桜町（地） H30 10 10

特公賃 合計 78 31 8 39
地優賃 合計 10 10

合計 88 31 8 49

■定住促進住宅団地別 構造別戸数                    単位：戸
地域 団地名 建設年度 総戸数 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４

竹田 入田住宅 H23.24 4 4
竹田 城原住宅 H23 2 2
竹田 君ケ園ハイツ H7 20 20
竹田 アルバ代官町 H30 18 18

合計 44 6 18 20

■改良住宅団地別 構造別戸数                        単位：戸
地域 団地名 建設年度 総戸数 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４

竹田 阿蔵住宅 H26 6 6
合計 6 6
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（１）管理戸数（構造種別、地域別、建設年度別、規模別）
１）構造種別

公営住宅等の構造種別は、木造、簡易耐火構造、耐火構造に大別され、それぞれ公営住
宅法に基づく耐用年限※が設定されています。

※ 耐用年限 木造・簡易耐火構造平家建：30 年、 簡易耐火構造 2 階建：45 年
耐火構造：70 年

（平成 8 年 8 月 30 日建設省告示第 1783 号）

①公営住宅
公営住宅の計 386 戸のうち、公営住宅法による耐用年限を 1/2 超過したものが 342 戸

（89％）、そのうち耐用年限を超過したものが 205 戸（53％）と、老朽化が進んでいます。
木造住宅は、戦後の住宅難を解消するため昭和 34 年までに 22 戸を建設し、昭和 59 年以

降には、地域産業の振興と地産地消、さらに若者の定住及び少子高齢化社会への対応のた
め木造 94 戸を建設し、合計 116 戸を管理しています。

しかし、公営住宅法による耐用年限を 1/2 超過したものが 107 戸（92％）、そのうち耐
用年限を超過したものが 46 戸（40％）となっています。

簡易耐火平家住宅は、住宅不足の解消と住宅の不燃化のため、主に昭和 42 年から 46 年
度までに集中的に建設したものを含め 80 戸を管理しています。これらの全てが耐用年限を
超過しています。

簡易耐火 2 階建住宅は、主に昭和 30 年度と 31 年度に建設した 14 戸と団塊の世代の住宅
不足解消のため昭和 46 年度から 57 年度までに建設した 85 戸の計 99 戸を管理しています。
しかし、これらの全てが耐用年限の 1/2 を超過しており、そのうち耐用年限を超過したも
のが 79 戸（80％）となっています。

耐火構造 2 階建住宅は、平成元年度から 4 年度までに 24 戸を建設し管理しています。そ
のうち、耐用年限を 1/2 超過したものが 4 戸（17％）です。

中層耐火 3 階建住宅は、昭和 57 年度から 59 年度までに 36 戸、また平成 10 年度に 15
戸を建設し、計 51 戸を管理しています。そのうち、耐用年限を 1/2 超過したものが 36 戸
（71％）です。

中層耐火 4 階建住宅は、昭和 62 年度に 16 戸を建設し管理しています。

②特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅
特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅の計 88 戸のうち、公営住宅法による耐用年限を 1/2

超過したものは 31 戸（35％）、そのうち耐用年限を超過したものが 7 戸（8％）です。
木造住宅は、過疎対策及び若者定住を目的に建設したものであり、中間所得層向けの住

宅です。平成 6 年度から 11 年度までに建設した木造 1 戸建住宅 31 戸を管理しており、こ
れらの全てが耐用年限の 1/2 を超過し、そのうち耐用年限を超過したものが 7 戸（23％）
となっています。
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耐火構造 2 階建住宅は、平成 6 年度に 8 戸を建設し管理しています。
中層耐火 3 階建住宅は、平成 6 年度に 15 戸、平成 10 年度に 24 戸、平成 30 年度に 10

戸を建設し計 49 戸を管理しています。うち 24 戸は単身者用住宅です。

③定住促進住宅
定住促進住宅の計 44 戸は、全て公営住宅法による耐用年限の 1/2 を超過していません。

木造住宅は新しく、竹田市に定住を希望する市外在住の子育て世帯を対象に建設した住宅
です。平成 23 年度と平成 24 年度に計 6 戸を建設し管理しています。

耐火構造 3 階建住宅は新しく、平成 30 年度に 18 戸を建設し管理しています。
中層耐火 4 階建住宅は、平成 8 年度に 20 戸を建設し管理しています。

④改良住宅
改良住宅の計 6 戸は、全て公営住宅法による耐用年限の 1/2 を超過していません。

耐火構造 2 階建住宅は、豪雨災害に被災された世帯を対象として、小規模住宅地区等改良
事業により建設した住宅です。平成 26 年度に 6 戸を建設し管理しています。

２） 地域別（旧市町別構造戸数）
①公営住宅
住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で住宅を供給するために建設したものであり、耐用

年限を超えた住宅については、特に老朽化に注意を払っています。

【竹田地域】
・木造住宅は、昭和 30 年度から 34 年度までに建設した 25 戸のうち令和５年に 3 戸が廃止

となり令和７年の現在は 22 戸の建設管理を行っています。全てが公営住宅法の耐用年限
を大きく超えており、狭小で老朽化した住宅です。

・簡易耐火平家・2 階建住宅は、昭和 30 年度と 31 年度に建設した 14 戸と昭和 42 年度か
ら 50 年度までに建設した 93 戸の計 107 戸を管理しており、全てが耐用年限を大きく超
えています。

・耐火構造 2 階建住宅は、平成元年度から 4 年度までに 24 戸を建設し、また、 中層耐火 3・
4 階建住宅も、昭和 57 年度から 62 年度までに 52 戸を建設し管理しています。これら耐
火構造 2・3・4 階建住宅の全てが 10 年以内に耐用年限の 1/2 を超えます。
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【荻地域】
・木造住宅は、平成 4 年度から 5 年度までに建設した 8 戸と平成 11 年度から 16 年度まで

に建設した 34 戸の計 42 戸を管理しています。それら全てが公営住宅法の耐用年限の 1/2
を超えており、そのうち 8 戸が耐用年限を超過しています。

・簡易耐火平家・2 階建住宅は、昭和 53 年度と 56 年度に建設した 10 戸を管理しています。
このうち 5 戸は耐用年限を超えており、また、5 戸についても今後 10 年以内に耐用年限
を超えます。

・中層耐火 3 階建住宅は、平成 10 年度に 15 戸を建設し管理しています。この住宅は耐用
年限の 1/2 まで年数があります。

【久住地域】
・木造住宅は、昭和 59 年度から平成 5 年度までに建設した 16 戸、及び平成 12 年度から

24 年度までに建設した 21 戸の計 37 戸を管理しています。平成 5 年度までに建設した 16
戸は全て耐用年限を超えております。平成 24 年度までに建設した 21 戸のうち 19 戸につ
いては、耐用年限の 1/2 を経過します。

・簡易耐火平家は、昭和 44 年度から 46 年度までに 24 戸を建設し、これらの全てが耐用年
限を超えています。

・簡易耐火 2 階建は、昭和 52 年度から 60 年度までに建設した 38 戸を管理しています。全
て耐用年限の 1/2 を経過しており、10 年以内に耐用年限を超えます。

【直入地域】
・木造住宅は、平成 12 年度と 19 年度、26 年度から 28 年度までに建設した 15 戸を管理し

ています。過疎対策及び若者定住を目的として建設した住宅であり、このうち 8 戸につ
いては耐用年限の 1/2 を既に経過しています。
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■公営住宅（旧市町別構造戸数）                        単位：戸

地域 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４ 計

竹田 22 51 56 24 36 16 205

耐年過 22 51 56 129

1/2過 4 36 16 56

荻 42 5 5 15 67

耐年過 8 5 13

1/2 過 34 5 39

久住 37   24 38 99

耐年過 16 24 23 63

1/2 過 19 15 34

直入 15   15

耐年過

1/2過 8 8

合計 116 80 99 24 51 16 386

耐年過 46 80 79 205

1/2 過 61 20 4 36 16 137

注 1）耐年過は耐用年限を経過した戸数
注 2）1/2 過は耐用年限を 1/2 経過した戸数
注 3）簡平・簡 2:簡易耐火平屋・2 階、耐 2:耐火 2 階、耐 3・4:中耐 3 階・4 階

②特定公共賃貸住宅
比較的所得の高い階層向けの住宅で、過疎対策及び若者定住のために建設した住宅です。

【竹田地域】
・耐火構造 2 階建住宅は、平成 6 年度に 8 戸を建設し管理しています。この住宅は 10 年以

内に耐用年限の 1/2 を超えます。
・中層耐火 3 階建住宅は、単身者住宅を含め平成 6 年度に 15 戸、平成 10 年度に 24 戸を建

設し計 39 戸を管理しています。耐火構造 3 階建住宅のうち平成 6 年度建設の 15 戸に関
しては、10 年以内に耐用年限の 1/2 を超えます。

【荻地域】
・中層耐火 3 階建住宅は、平成 30 年度に 10 戸を建設し管理しています。この住宅は耐用

年限の 1/2 まで年数があります。
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【久住地域】
・木造住宅は、平成 9 年度から 11 年度までに計 15 戸を建設し管理しています。これらの
住宅は、今後 10 年以内に耐用年限を超えます。

【直入地域】
・木造住宅は、平成 6 年度から 8 年度までに計 16 戸を建設し管理しています。これらの住

宅のうち 7 戸が耐用年限を超えており、9 戸は、今後 10 年以内に耐用年限を超えます。

■特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅（旧市町別構造戸数）           単位：戸
地域 木造 簡平 簡 2 耐 2 耐 3 耐 4 計

竹田 8 39 47

1/2 過

荻 10 10 

1/2 過

久住 15 15

1/2 過 15 15

直入 16 16

耐年過 7 7

1/2 過 9 9

合計 31 8 49 88

耐年過 7 7

1/2 過 24 24

③定住促進住宅
竹田市に定住を希望する市外在住の世帯を対象に建設した住宅です。地域別では、竹田地

域にのみ建設しています。

【竹田地域】
・木造住宅は、平成 23 年度と 24 年度に計 6 戸を建設し管理しています。これらの住宅は、

10 年以内に耐用年限 1/2 を超えます。
・耐火構造 4 階建住宅は、平成 7 年度に民間会社が建設し、平成 26 年度に竹田市が買い取

り、内部改修を行った計 20 戸を管理しています。また、耐火構造 3 階建住宅は平成 30
年度に 18 戸建設し管理しており、これらは耐用年限 1/2 まで年数があります。
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■定住促進住宅（旧市町別構造戸数）                    単位：戸
地域 木造 簡平 簡 2 耐 2 耐 3 耐 4 計

竹田 6 18 20 44

1/2過

合計 6 18 20 44

1/2 過

④改良住宅
平成 24 年 7 月九州北部豪雨により被害を受けた世帯を対象として、小規模住宅地区改良

事業により建設した住宅です。地域別では、竹田地域にのみ建設しています。

【竹田地域】
・耐火構造 2 階建住宅は、平成 26 年度に 6 戸を建設し管理しています。この住宅は耐用年

限の 1/2 まで年数があります。

■改良住宅（旧市町別構造戸数）                       単位：戸
地域 木造 簡平 簡 2 耐 2 耐 3 耐 4 計

竹田 6 6

1/2過

合計 6 6

1/2 過
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3）建設年度別
①公営住宅

昭和 30 年代前半には、木造 22 戸、簡易耐火 2 階建住宅 14 戸を建設しました。当初は、
木造住宅を主体に建設しました。

昭和 40 年代になると低層の補強コンクリートブロック造の建設が主体となり、前半に簡
易耐火平家 56 戸、後半に簡易耐火平家 14 戸と簡易耐火 2 階建 36 戸を建設し、公営住宅の
不燃化へ転換が図られました。

昭和 50 年代前半は、引き続き簡易耐火 39 戸を建設、後半には簡易耐火 20 戸と中層耐火
3 階建 24 戸を建設し、ますます住宅の耐火・不燃化が図られました。

昭和 60 年代から平成 11 年度にかけては、地域振興や地域の特性を求めて木造の 35 戸
を建設しました。さらに、耐火構造 2 階建 24 戸、中層耐火 3 階建 27 戸、中層耐火 4 階建
16 戸を建設しています。

平成 12 年度以降は、若者の定住対策及び少子高齢化社会に対応するため木造 1 戸建 58
戸を建設しています。

■公営住宅                             単位：戸

         

【参考：補強コンクリートブロック造の耐震性能】
補強コンクリートブロック造の構造規定は、昭和 56 年以降基本的に改正変更されていない

こと、また、壁で荷重を支える構造特性から耐力壁の量や配置が適切であると推察できるこ
とから、耐震性を有しているものとみなしている。

建設期間 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４ 計

昭和 30～34 年度 22 14 36

昭和 35～39 年度

昭和 40～44 年度 56 56

昭和 45～49 年度   14 36 50

昭和 50～55 年度 10 39 49

昭和 56～59 年度 1 10 24 35

昭和 60～元年度 11 4 12 16 43

平成 2～ 6 年度 12 20 32

平成 7～11 年度 12 15 27

平成 12～16 年度 43 43

平成 17～21 年度 6 6

平成 22～26 年度 4 4

平成 27～令和 2 年度 5 5

合計 116 80 99 24 51 16 386

旧耐震基準

による建築
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②特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅
平成 6 年度から、旧直入町が炭酸泉で結ばれたドイツ友好親善都市との国際交流を記念

し整備したドイツ村団地で、木造 7 戸の建設を開始しました。また、平成 6 年度からは、
七里団地にも中層耐火 2 階建８戸、中層耐火 3 階建 15 戸（うち 9 戸が単身者向け住宅）を
建設し管理しています。

平成 7 年度からは、子育て層の定住を目指し、戸建の木造 24 戸を建設し、同時に、若者
定住のため単身者向けに中層耐火 3 階建 24 戸が建設しています。

■特定公共賃住宅・地域優良賃貸住宅                   単位：戸
                   

③定住促進住宅
平成 23 年度と 24 年度に、竹田市に定住を希望する市外在住の方を対象に木造住宅計 6

戸を建設し管理しています。平成 30 年度に中層耐火 3 階建 18 戸を建設しています。

■定住促進住宅                             単位：戸
                      

建設期間 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４ 計

平成 2～6 年度 7 8 15 30

平成 7～11 年度 24 24 48

平成 12～16 年度

平成 17～21 年度

平成 22～26 年度

平成 27～令和 2 年度 10 10

合計 31 8 49 88

建設期間 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４ 計

平成 7～11 年度 20 20

平成 12～16 年度

平成 17～21 年度

平成 22～26 年度 ６ 6

平成 27～令和 2 年度 18 18

合計 ６ 18 20 44
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④改良住宅
平成 26 年度に、豪雨災害に被災された世帯を対象として、耐火構造２階建住宅６戸を建

設し管理しています。

■改良住宅                               単位：戸

４）規模別
規模別の考え方は、住生活基本計画（全国計画）における最低居住面積水準の世帯人員

と住戸専用面積の規模を参考として規模別分類を行います。

【参考：住生活基本計画（全国計画）における誘導居住面積水準及び最低居住面積水準】

建設期間 木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４ 計

平成 22～26 年度 6 6

合計 6 6

１．誘導居住面積水準
(1) 一般型誘導居住面積水準

①　単身者　55㎡
②　２人以上の世帯　25㎡×世帯人数＋25㎡

(2) 都市居住型誘導居住面積水準
①　単身者　40㎡
②　２人以上の世帯　20㎡×世帯人数＋15㎡

２．最低居住面積水準
①　単身者　25㎡
②　２人以上の世帯　10㎡×世帯人数＋10㎡

【１、２共通】
（注）１ 上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は0.25人、３歳以上６歳未満の者は

0.5人、６歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定
された世帯人数が２人に満たない場合は２人とする。

　　　２ 世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、
上記の面積から５％を控除する。

　　　３ 次の場合には、上記の面積によらないことができる。
①　単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が
確保されている場合
②　適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水
洗便所及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する
面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合

◆参考：世帯人数別の面積例

単身 ２人 ３人 ４人

一般型 55 75【75】 100【87.5】
125

【112.5】
都市居住型 40 55【55】 75【65】 95【85】

25 30【30】 40【35】 50【45】
【　】内は、３～５歳児が１名いる場合

世帯人数別の住戸専用面積（例）　（単位：㎡）

誘導居住
面積水準

最低居住面積水準
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①公営住宅
各住戸専用面積と現在の世帯人員を照らし合わせると、公営住宅入居者全体の最低居住

水準以下世帯は 11 世帯となっています。
25～30 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：1 人）の住戸には、耐用年限が過ぎ

た老朽、狭小な木造住宅に 7 世帯が入居しています。主に高齢者世帯が居住し、入居者の
最低居住水準以下世帯は 2 世帯です。

30～40 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：2 人）の木造住宅には 15 世帯が入居
しており、うち最低居住水準以下世帯はありません。簡易耐火平家の住戸には、昭和 42 年
度から 46 年度に建設した 56 世帯が入居しており、うち最低居住水準以下世帯は 2 世帯で
す。

40～50 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：３人）の住戸には、木造住宅に 3 世
帯、簡易耐火平家に 5 世帯、簡易耐火 2 階建に 33 世帯が入居しています。うち入居者の最
低居住水準以下世帯は 4 世帯です。

50～57 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：4 人）の住戸には、昭和 40 年代から
50 年代にかけて建設した簡易耐火平家に 1 世帯、簡易耐火 2 階建に 14 世帯が入居してい
ます。うち最低居住水準以下世帯はありません。

57～66.5 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：5 人）の住戸には、木造住宅に 7
世帯、主に昭和 50 年代に建設した簡易耐火 2 階建に 14 世帯、平成に入って建設した耐火
構造 2 階建に 23 世帯、昭和 50 年代後半から平成 10 年度までに建設した耐火構造 3 階建に
37 世帯、昭和 62 年度に建設した耐火構造 4 階建に 12 世帯が入居しています。うち最低居
住水準以下世帯は 3 世帯です。

66.5 ㎡以上（最低居住面積水準による世帯数の目安：6 人以上）の住戸は、若者世帯定住
のために、主に平成になって建設した木造住宅に 54 世帯、昭和 55 年度に建設した簡易耐
火 2 階建に 1 世帯、平成 10 年に建設した耐火構造 3 階建に 5 世帯が入居しています。うち
最低居住水準以下世帯はありません。
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■公営住宅（最低居住水準：住生活基本計画（全国計画）の規模）       単位：世帯
最低居住面積水準

による世帯数の目安
木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４

25～30 ㎡
1 人世帯 7

うち最低居住
面積水準以下 2

30～40 ㎡
2 人世帯 15 56

うち最低居住
面積水準以下 2

40～50 ㎡
3 人世帯 6 5 33

うち最低居住
面積水準以下 2 2

50～57 ㎡
4 人世帯 1 14

うち最低居住
面積水準以下

57～66.5 ㎡
5 人世帯 7 14 23 37 12

うち最低居住
面積水準以下 2 1

66.5 ㎡以上
6 人世帯以上 54 1 5

うち最低居住
面積水準以下

②特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅
特定公共賃貸住宅の最低居住面積水準以下世帯はありません。
40～50 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：３人）の住戸には、若者定住のため

平成 5・9 年度に建設した単身者向け耐火構造 3 階建に 25 世帯が入居しています。
66.5 ㎡以上（最低居住面積水準による世帯数の目安：6 人以上）の住戸には、若者世帯定

住のために建設した木造住宅に 26 世帯、耐火構造 2 階建に 8 世帯、耐火構造 3 階建に 17
世帯が入居しています。

■特定公共賃貸住宅（最低居住水準：住生活基本計画（全国計画）の規模） 単位：世帯
最低居住面積水準

による世帯数の目安
木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４

40～50 ㎡
3 人世帯 25

うち最低居住
面積水準以下

66.5 ㎡以上
6 人世帯以上 26 8 17

うち最低居住
面積水準以下
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③定住促進住宅
民間の社員寮を若者向けの住宅とした君ヶ園ハイツは、耐火構造 4 階建で住戸専用面積

は 25 ㎡未満の住戸に 18 世帯が入居しています。うち最低居住面積水準以下世帯はありま
せん（注）。

30～40 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：2 人）の住戸には、耐火構造 3 階建
に 8 世帯が入居しています。そのうち最低居住面積水準以下は 2 戸です。

57～66.5 ㎡（最低居住面積水準による世帯数の目安：5 人）の住戸には、耐火構造 4 階
建に 1 世帯が入居しています。うち最低居住面積水準以下世帯はありません。

66.5 ㎡以上（最低居住面積水準による世帯数の目安：6 人以上）の住戸には、木造住宅に
6 世帯と耐火構造 3 階建に 10 世帯、耐火構造４階建に 1 世帯が入居しています。うち最低
居住面積水準以下世帯はありません。

■定住促進住宅（最低居住水準：住生活基本計画（全国計画）の規模）     単位：世帯
最低居住面積水準

による世帯数の目安
木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４

25 ㎡未満
1 人世帯 18

うち最低居住
面積水準以下

30～40 ㎡
2 人世帯 8

うち最低居住
面積水準以下 2

57～66.5 ㎡
5 人世帯 1

うち最低居住
面積水準以下

66.5 ㎡以上
6 人世帯以上 6 10 1

うち最低居住
面積水準以下

（注）君ヶ園ハイツには洗濯場などの共同スペースが設けられているため、最低居住面積水準以下に集計していない

④改良住宅
改良住宅の最低居住面積水準以下世帯はありません。
66.5 ㎡以上（最低居住面積水準による世帯数の目安：6 人以上）の住戸には、平成 26 年

に建設した耐火構造 2 階建に 6 世帯が入居しています。

■改良住宅（最低居住水準：住生活基本計画（全国計画）の規模        単位：世帯
最低居住面積水準

による世帯数の目安
木造 簡平 簡２ 耐２ 耐３ 耐４

66.5 ㎡以上
6 人世帯以上 6

うち最低居住
面積水準以下
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（４）空家の状況

市営住宅は、一部の住宅を除き、管理代行制度（公営住宅）及び「指定管理者制度」（公
営住宅以外の住宅）を併用した外部委託による管理を行っています。

入居者の募集方法については、定期募集と随時募集があり、定期募集は、年 4 回（5 月、
8 月、11 月、12 月）の募集期間を定め、公開抽選により入居者を決定します。また、過去
に公募をして申し込みがなかった住宅は、随時募集として先着順により申込みを受け付け、
入居者を決定します。

令和 7 年 3 月 31 日現在では、管理戸数 524 戸（うち、公営住宅 386 戸、特定公共賃貸住
宅・地域優良賃貸住宅 88 戸、定住促進住宅 44 戸、改良住宅 6 戸）のうち空家は 108 戸（う
ち、公営住宅 96 戸、特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅 12 戸）です。このうち、政策
空家は 6 戸となっています。
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（５）公営住宅等ストックの課題

①入居者の高齢化への対応
公営住宅等では、高齢者単身世帯や高齢者のみ世帯の割合が高く、特に老朽化した狭小

住宅に高齢者が多く入居している状況です。一方で、バリアフリー対応が十分でない住戸
も多く、高齢者が安全・安心して居住し続けることができる環境整備が必要です。

②老朽化した住宅の早急な解消
木造住宅や簡易耐火構造住宅を中心に、耐用年限を超過、または超過が近い住戸が多数

存在しています。居住性や安全性が低下し、老朽化が著しい住宅については、計画的な建
替や用途廃止を進め、住宅ストックの更新と適正化を図る必要があります。

③空家増加への対応
住宅や立地条件によっては空家が継続的に発生しており、今後の人口減少・世帯数減少

を踏まえると、需要と供給のミスマッチが一層顕在化するおそれがあります。
空家の長期化を防止するとともに、需要が見込めない住宅については集約や用途廃止を

進め、管理戸数の適正化を図ることが必要です。

④居住水準の向上
一部の公営住宅等では、住戸面積や設備水準が現行の居住ニーズに十分対応できていな

い状況が見られます。
引き続き活用する住宅については、改善事業を通じて居住水準の向上を図り、幅広い世

帯が安心して居住できる環境づくりが求められます。

⑤地域・まちづくりへの貢献
公営住宅等は地域における重要な居住基盤でもあることから、建替や改善にあたっては、

周辺環境との調和を図るとともに、集会機能の導入、景観の向上等を通じ、地域コミュニ
ティやまちづくりに貢献する住宅ストックとして再編していくことが重要です。
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２．公営住宅等長寿命計画の目的

（１）背景

公営住宅の管理にあたっては、予防保全的な管理・修繕等が建築物の長寿命化に重要で
す。公営住宅の修繕等は、緊急的な小修繕はもとより、屋根防水、外壁改修、露筋処理等
の修繕工事を行い、また居住性向上のため汲み取り便所の水洗化、中層住宅の高架水槽を
直圧水道に変更、電力幹線の増強などの改善を実施しています。
今後、耐用年限を過ぎ老朽化した木造の小規模団地や狭小な住宅、周辺地域にある住宅の

用途廃止、譲渡の検討、さらに耐用年限の 1/2 を超えた昭和 40 年代に建設した簡易耐火平
家・2 階建住宅の維持・管理・建替等の検討が喫緊の課題です。

このように、更新時期を迎えたストックの早期の建替や、計画的な修繕・改善により長
寿命化を図るものの判別など、より効率的・効果的な事業計画に基づくストックマネジメ
ントが求められています。

（２）目的

公営住宅等のストックの適切なマネジメントは、市内の公営住宅等のストックの状況を把
握し、安全で快適な住まいを長きに亘って確保するため、修繕・改善・建替など、公営住
宅等の活用手法を定め、団地別・住棟別の活用方針をその役割を考慮したうえで定めると
ともに、長期視点を持って長寿命化のための維持管理計画の策定を行います。



- 20 -

３．長寿命化計画に関する基本方針

（１）ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する方針

適切なストックマネジメントの基盤として、公営住宅等のストックの状況を的確に把握
し管理するため、外観からの目視により容易に確認できる部位については、管理者による
日常的な点検を実施します。

また、管理する公営住宅等の整備・管理データを住棟単位で一元的に整理し、随時確認
できる仕組みを整備します。これらの管理データを活用し、将来見込まれる修繕工事の内
容、時期、必要となる費用について想定し、予防保全的な維持管理、計画的な修繕工事等
の実施につなげます。

（２）改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針

公営住宅等のストックの長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を図るため、予防保
全的な維持管理の実施による修繕周期の延長、仕様のアップグレード等による耐久性の向
上や住宅性能の向上を図る改善等を実施します。

また、修繕標準周期に先立つ点検を実施し、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に
防ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげます。

４．計画期間

  令和８（2026）年度より令和 17（2035）年度までの 10 年間とします。
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５．団地別・住棟別活用計画

（１）対象

竹田市内の公営住宅及び特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅、定住促進住宅、改良住
宅を対象とします。
  ・公営住宅

   18 団地 386 戸
・特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅

       7 団地 88 戸
  ・定住促進住宅
           4 団地 44 戸
  ・改良住宅
           1 団地  6 戸

（２）団地別・住棟別状況の把握

公営住宅等長寿命化計画を策定するにあたっては、対象となる公営住宅等について、い
つ、どのような修繕、改善、或いは建替等を実施するかを位置づけることとなるため、そ
の前提として、公営住宅等の状況を適切に把握する必要があります。このため、各団地調
査を行い団地や住棟の現況の状況を把握することとします。

①団地別・住棟別の基礎的項目
【団地単位】敷地面積、住所、法規制、戸数、建設年度 等
【住棟単位】建設年度、構造、階数、戸数 等

②団地別・住棟別活用手法の選定に必要な項目
【団地単位】

調査項目 具体的指標 備考

需要 応募倍率・空家率 等 １次判定におい

て、活用か用途

廃止かの検討に

おいて使用する。

高度利用の可能性 法規制・敷地規模・形状・接道条件 等

公営住宅等として

の立地妥当性

立地（駅距離等）、公益施設・生活利便

施設・教育施設等の距離、周辺環境 等
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改善履歴 改修履歴・改善履歴            

入居者属性 入居者の年齢、収入 等 ３次判定におい

て使用する。周辺地域属性 周辺地域の状況

不足施設等 高齢者ケア施設へのニーズ

子育て支援施設へのニーズ  等

建替や大規模改善

の際の仮住居確保

隣接する公営住宅団地との連携の可能性           

等

その他

【住棟単位】
調査項目 具体的指標 備考

改善歴 規模増改善、設備改善

バリアフリー改善 等

１次判定におい

て使用する。

構造安全性 耐震診断（簡易診断含）、材料劣化調査

等

避難安全性 ２方向避難の有無、防火区画の有無 等

居住性 バリアフリー性能、ＥＶ有無、住戸面積、

浴室の有無 等

③維持管理の計画に必要な項目
【団地単位】

分類 項目

現

状

共同施設 集会室（数、面積）、駐車場（数、方式）駐輪場、幼児遊

園、物置、ごみ置き場 等

供給処理 給水方式、排水処理方式、受電方式、ガス方式、TV 方式

等

その他

履

歴

改善履歴 集会室、駐車場、下水切替 等

修繕履歴 受水槽防水、給水ポンプ取替、 等

点検履歴 法定点検（水質、浄化槽）、任意点検、EV の点検 等
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【住棟単位】
分類 項目

仕

様

等

躯体・外装 外壁、屋根防水、バルコニー床、廊下・階段室床、バルコ

ニー手摺、廊下・階段室手摺、窓サッシ、玄関扉 等

設備 給水管（屋外・竪管）、雑排水管、汚水管、雨水管、ガス

管 等

機器 浴室タイプ、給湯器、流し台、洗面化粧台 等

受水槽 高置水槽 等

その他

履

歴

改善履歴 増築、２戸１改善、EV 設置 等

修繕履歴 外壁塗装、給水管取替 等

点検履歴 法定点検（EV、消火設備等）、任意点検 等
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■団地別現況調査票

区          分

敷 地 面 積 ㎡

管理状況 建設年度 年 棟数 棟 総戸数 戸

都市計画 都市計画区域 用途地域

駅 km バス停 km 市役所 km 銀行 km

ショッピング km 小学校 km 中学校 km 病院 km

単身 世帯 2人 世帯 3人 世帯 4人 世帯

5人 世帯 6人 世帯 7人 世帯 8人以上 世帯

（内同居世帯） 高齢者 世帯 寡婦 世帯 中学生 世帯 高校生 世帯

集会所 （面積） ㎡ 駐車場 （台数） 台

駐輪場 幼児遊園 物置 ごみ置き場

給水方式 排水処理方式 受電方式 ガス方式

TV方式

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

法定点検 年 対象 内容

法定点検 年 対象 内容

任意点検 年 対象 内容

公営 ・ 特公賃 ・ 子育て定住 ・ 改良

有  ・  無

共用施設

団　 地　 名

住          所

立地条件

供給施設

内　　　　・　　　　外

入居者

の状況

有  ・  無 有  ・  無

有  ・  無 有  ・  無 有  ・  無

修繕・

改善履歴

点検履歴
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■住棟別現況調査票

棟　・　号　名

年 構　　　　　　造

階 管　理　戸　数 戸

㎡ （間取り） 住戸専用面積２ ㎡ （間取り）

（戸数）

浴槽 ガス

火災報知機 年 水道

エアコン 水洗

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

実施年度 年 対象 内容

法定点検 年 対象 内容

任意点検 年 対象 内容

団　　 地　 　名

建　設　年　度

点検履歴

住戸専用面積１

階　　　　　　数

単　身　入　居

有　・　無

可　・　不可

住戸内設備

修繕・改善

履歴
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（３）ストック活用手法の判定

ストック活用手法の選定に関しては、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年 8
月改定）（国土交通省）」に基づき、下記のフローに従って行うものとします。

＜ストック活用手法の選定フロー＞
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１）公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計
①ストック推計について
公営住宅等の需要の見通しは、将来（30年程度の中長期）の時点における世帯数等の推

計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層及び裁量階層）の世帯数を推計します。そのう
ち、自力では最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収である世帯（以下「著
しい困窮年収未満の世帯数」という）について、公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）
（国土交通省／平成28年8月）にて示された「住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム
（ストック推計プログラム）令和４年９月」を活用し、住宅確保要配慮者世帯数の推計を
行います。

②世帯数の推計
市区町村別の世帯主率を次に示すフローに基づき推計します。

■市区町村における世帯主率の推計フロー
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次に、推計した世帯主率に、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計
人口（平成 30（2018）年推計）において公表されている男女・年齢５歳階級別の推計人口
を乗じることで、市区町村における 2020 年から 2045 年までの 5 年ごとの時点での世帯数
を推計します。

世帯数の推計結果は下図の通りです。
本市の世帯数は、令和２（2015）年の 9,046 世帯から減少し続け、令和 27（2045）年に

は 5,719 世帯となる見込みとなっています。

推計値
実績値
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③公営住宅の入居資格世帯数のうちの要支援世帯数の推計
次に、②で得られた世帯数の推計結果をもとに、国勢調査、住宅・土地統計調査、家計

調査等の統計調査で把握できるデータを組み合わせて、公営住宅の入居資格世帯数のうち
の要支援世帯数の推計を行います。
【ステップ 1】 目標時点における借家世帯の年間収入五分位階級・世帯人員・住宅の所

有の関係別の世帯数の推計
【ステップ 2】 目標時点における公営住宅の入居資格世帯数の推計
【ステップ 3】 目標時点における要支援世帯数の推計

■公営住宅の入居資格世帯数のうちの要支援世帯数の推計フロー
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公営住宅の入居資格世帯数のうちの要支援世帯数の推計フローに従って、算出した推計結果は
以下のとおりです。

公営住宅の入居資格世帯数（フロー⑧の結果）は、令和 2（2020）年の 820 世帯から減少し、
令和 27（2045）年には 454 世帯となる見込みとなっています。

また、公営住宅の入居資格世帯数のうち著しい困窮年種水準未満の世帯数（フロー⑩の結果）
は、令和 2（2020）年の 198 世帯から減少し、令和 27（2045）年には 112 世帯となる見込みと
なっています。

■公営住宅の入居資格世帯数及び著しい困窮年収水準未満の世帯数の推計結果

最後に、目標時点における新基準に基づく最低居住面積水準の未満率・達成率の推計（フ
ロー⑪）と目標時点における高家賃負担率以上の世帯の割合の推計（フロー⑫）の結果を
踏まえて、次の A～D の類型（下図）ごとに、要支援世帯数を推計します（フロー⑬）。

　年収

（f）

436世帯 著しい困窮年収ライン

（e）

130世帯
居住面積水準

最低居住面積水準

最低居住面積水準以上　かつ　著しい困窮年収水準以上

最低居住面積水準以上　かつ　著しい困窮年収水準未満

Ｃ．著しい困窮年収水準以上、

かつ、最低居住面積水準未満

6 2 世帯

Ａ．最低居住面積水準未満

かつ　著しい困窮年収水準未満

2 1 世帯
Ｂ ．うち 高家賃負担率以上

4 7 世帯

Ｄ．うち 高家賃負担率以上

1 2 4 世帯

公営住宅による要支援世帯数の推計結果（2020 年度の内訳）
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■住宅の確保が困難な要支援世帯数の推計結果
住宅の確保が困難な要支援世帯（条件別）

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

2045

年度央
著しい困窮年収

水準

最低居住面積

水準

高家賃

負担率

Ａ 未満 未満 ー 21 19 18 17 15 14

Ｂ 未満 以上 以上 47 41 37 33 30 27

e 未満 以上 未満 130 112 98 88 79 71

Ｃ 以上 未満 ー 62 58 52 47 43 38

Ｄ 以上 以上 以上 124 123 114 107 97 88

f 以上 以上 未満 436 376 317 278 245 216

A＋B＋e=著しい困窮年収未満の世帯 198 173 152 137 125 112

A＋B＋e＋C＋D＋ｆ=公営住宅の入居資格世帯数 820 730 635 570 510 454

A＋B＋C＋D 254 242 221 204 186 167

A:所得が非常に低く、居住面積も基準未満の最も困窮度が高い世帯
B:所得が非常に低く、家賃負担も重い世帯
C:所得は最低ラインを超えているが、居住面積が基準未満の世帯
D:所得・面積は最低基準を満たしているが、家賃負担が過大な世帯
e:所得が非常に低いが、居住面積水準は満たしている世帯
f:所得・居住面積水準も最低基準を満たしている世帯

21 19 18 17 15 14

47 41 37 33 30 27

62 58 52 47 43 38

124 123
114

107
97

88

254 242
221

204
186

167

0

50

100

150

200

250

300

2020
年度央

2025
年度央

2030
年度央

2035
年度央

2040
年度央

2045
年度央

住宅の確保が困難な要支援世帯数の推計結果

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計
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④ストック推計の結果
「ストック推計プログラム」による推計結果は以下の通りです。

2020 年

(実数)

2025 年

(推計値)

2030 年

(推計値)

2035 年

(推計値)

2040 年

(推計値)

2045 年

(推計値)

❶将来人口※1 20,346 18,358 16,469 14,743 1,3092 11,520
❷将来世帯数 8,635 8,126 7,364 6,841 6,287 5,719 
❸公営住宅の入居資格世帯数 820 730 635 570 510 454
❹著しい困窮年収水準未満
世帯数

198 173 152 137 125 112

❺住宅の確保が困難な要支援
世帯数※2 254 242 221 204 186 167

【参考】❺の 2025 年を基準と
した変化率 1.05 1.00 0.91 0.84 0.77 0.69

※1 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）より
  2020年以降全て推計値
※2 住宅の確保が困難な要支援世帯A～Dの合計

⑤ストック推計結果に基づく公営住宅の目標管理戸数の検討
本市においては、現在のストック数を踏まえ、「著しい困窮年収水準未満世帯数」だけ

でなく、ストック推計プログラムで算定された「住宅の確保が困難な要支援世帯数」の全
てを含む世帯を公営住宅等で対応することとします。

令和7（2025）年度における住宅の確保が困難な要支援世帯数の推計は254世帯であり、
現在の管理戸数386戸（市営のみの戸数）と比較すると、公営住宅は既に供給過剰であると
推計されます。また、計画期間の最終年である令和17（2035）年における住宅の確保が困
難な要支援世帯数は204世帯に減少し、令和7（2025）年度の84％の世帯数となる見込みで
す。

現在の公営住宅居住者も含めた必要な戸数を確保しながら、管理戸数を徐々に減らして
いくものとし、令和17（2035）年における公営住宅（市営）の目標管理戸数は、ストック
推計結果による住宅の確保が困難な要支援世帯数の変化率を用いて算出し、現在の管理戸
数から60戸減の326戸と設定します。

2020 年
(実数)

2025 年
(実数)

2030 年
(推計値)

2035 年
(推計値)

2040 年
(推計値)

2045 年
(推計値)

❻公営住宅数（特公賃・地
優賃・市単独・改良を除く） 389 386 ― ― ― ―

❺の 2025 年を基準とした
変化率 1.05 1.00 0.91 0.84 0.77 0.69

公営住宅の将来ストック推
計結果 ― 386 353 326 297 266
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② 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性① 団地敷地の現在の立地環
境等の社会的特性を踏ま
えた管理方針

２）１次判定：
団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定

1 次判定では、団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針、住棟の現

在の物理的特性による改善の必要性・可能性の 2 段階の検討から事業手法を仮設定します。

■１次判定フロー

①-1 需要
①-2 効率性
①-3 立地

○：
3 項目全て
適する

×：
左記以外

改善不要 改善が必要
優先的な対応が
必要（改善可能）

優先的な対応
が必要

（改善不可能）

継続管理
する団地

A1
維持管理

A2
改善、又は

建替

A3
優先的な改善、
又は優先的な

建替

A4
優先的な建替

維持管理に
ついて判断
を留保する

団地

B1
維持管理、

又は用途廃止

B2
改善、建替、

又は
用途廃止

B3
優先的な改善、
優先的な建替、
又は優先的な

用途廃止

B4
優先的な建替、
又は優先的な

用途廃止

○：不要 ×：必要 ×：不可能○：可能

躯体・避難の安全性
に係る改善の可能性

②-1
躯体・避難の安全性に
係る改善の必要性

×：必要

②-2
居住性に係る改善の
必要性

②-3
外壁・屋根の長寿命
化改善の必要性

○：不要
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①団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針
① －1 需要

公営住宅等全体の入居率が 80.3％（政策空家を除く）であることを踏まえ、入居率が
80％未満の場合、需要が高くないと判断します。
○ 入居率が 80％以上
△ 入居率が 75％以上 80％未満
× 入居率が 75％未満

①－2 効率性
建替を想定した場合、一定規模以上の団地でなければ非効率となるため、用途地域の指

定状況や、敷地規模、形状、接道状況等が適当かどうかを基準に判断します。
◎ 住居系用途地域、近隣商業地域、商業地域が指定されているとともに、敷地面積がお

おむね 1,000 ㎡以上かつ敷地条件（形状や接道状況）に問題がなく、一体的な高度利
用が可能

○ 用途地域無指定地域で、敷地面積がおおむね 1,000 ㎡以上かつ敷地条件（形状や接道
状況）に問題がなく、一体的な高度利用が可能

× 敷地面積がおおむね 1,000 ㎡未満、または、敷地条件（形状や接道状況）に問題があ
り、一体的な高度利用が不可能

①－3 立地
「利便性」、「地域バランス」、「災害危険区域等」の視点から、団地の立地条件を確

認する。「利便性」または「地域バランス」が〇かつ「災害危険区域等」が〇であれば、
『立地条件が優れている』と判断します。「利便性」と「地域バランス」がどちらも×、
もしくは「災害危険区域等」が△または×であれば、『立地条件に課題あり』と判断しま
す。

ⅰ）利便性
〇 団地周辺に公共交通施設（駅またはバス停）があり※１、かつ、小学校、商業施設、医

療施設のいずれかが立地する※２

× 上記以外
※１：駅から 800ｍ以内、バス停から 500ｍ以内 ※２：小学校、商業施設、医療施設から 800ｍ以内

ⅱ）地域バランス
〇 近隣に同種別の団地がなく、地域の公営住宅等の需要を支えている
― 上記以外
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ⅲ）災害危険区域等の内外
〇 団地敷地が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、浸水想定区域内に位置しない
△ 団地敷地が土砂災害警戒区域もしくは浸水想定区域内に位置する
× 団地敷地が土砂災害特別警戒区域に位置する

②住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性
②－1 躯体・避難の安全性に係る改善の必要性

躯体の安全性は、昭和 56 年の建築基準法施行令に基づき設計施工された住棟かどうか
を基準に判断します。これによらないものは、現状調査により経年変化、構造形式、平面
形状、立面形状から耐震性について判断します。

避難の安全性は、平面形状により二方向避難、防火区画の確保の状況から判断します。

②－2 居住性に係る改善の必要性
健康で文化的な住生活に必要な居住性の目安として、住戸面積、バリアフリー性、住戸

内設備を基準として判断します。

ⅰ）住戸面積
〇 住戸面積が 30 ㎡※以上（※最低居住面積水準（2 人））
× 上記以外

ⅱ）バリアフリー性
〇 「アプローチのバリアフリー化」及び「一定の住戸内のバリアフリー化」が実施され

ている住棟
× 上記以外

ⅲ）住戸内設備（浴槽）
〇 給湯器付き浴槽が設置されている住棟
× 上記以外

ⅳ）住戸内設備（トイレ）
〇 トイレの水洗化及び洋式化が実施されている住棟
× 上記以外
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②－3 外壁・屋根の長寿命化改善の必要性
外壁・屋根の長寿命化改善は、改善事業を実施していない住棟は建築後概ね 20 年、改善

事業を実施した場合は事業後概ね 20 年ごとに実施するものとして、改善事業や修繕事業の
実績、外壁・屋根の劣化状況等を踏まえ、外壁・屋根の長寿命化改善の必要性を判断しま
す。

次の i)とⅱ）のどちらか一方が×の場合は『改善の必要あり』、その他は『改善の必要な
し』と判定します。

ⅰ）外壁・屋根の改善状況
〇 建築後 20 年未満、または、建築後 20 年以上で改善事業を実施している住棟
× 建築後 20 年以上で改善事業を実施していない、または、改善事業実施後 20 年以上経

過している住棟

ⅱ）外壁・屋根の劣化状況
直近の日常点検における「建築の外部（外壁を含む）」及び「屋上及び屋根」の結果に

より判断します。
〇 指摘なしの住棟
△ 軽微な指摘（外壁の躯体、屋根の防水層に関連しないもの）のある住棟
× 重大な指摘（外壁の躯体、屋根の防水層に関連するもの）ある住棟
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【1 次判定結果のまとめ】
■公営住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地
維持管理 改善、又は建替

優先的な改善、
又は優先的な建替 優先的な建替

さくら住宅

直入スカイビュー団地

4 戸

11 戸

玉来第１団地

玉来第２団地

桜住宅

栄住宅

さくら住宅

46 戸

41 戸

47 戸

20 戸

17 戸

（該当なし） （該当なし）

計 15 戸 計 171 戸

維持管理に

ついて判断を

留保する団地

維持管理、又は
用途廃止

改善、建替、又は
用途廃止

優先的な改善、優
先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

（該当なし） 玉来アパート

上角アパート

下坂田団地

下矢倉団地

七里団地

玉来西団地

田向住宅

桐迫住宅

池の口住宅

芹川団地

6 戸

8 戸

6 戸

52 戸

20 戸

4 戸

14 戸

43 戸

21 戸

4 戸

（該当なし） 菅生住宅

綿内住宅

1 戸

21 戸

計 計 178 戸 計 22 戸

A グループ

B グループ
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■特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地

維持管理
改善、又は建替

優先的な改善、
又は優先的な建替 優先的な建替

（該当なし） 七里第２団地

七里第３団地

白丹住宅

ドイツ村団地

24 戸

8 戸

15 戸

16 戸

（該当なし） （該当なし）

計 63 戸

維持管理に

ついて判断を

留保する団地

維持管理、又は
用途廃止

改善、建替、又は
用途廃止

優先的な改善、優
先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

アルバ桜町 10 戸 七里団地 15 戸 （該当なし） （該当なし）

計 10 戸 計 15 戸

■定住促進住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地
維持管理 改善、又は建替 優先的な改善、

又は優先的な建替 優先的な建替

入田住宅

アルバ代官町

4 戸

18 戸

（該当なし） （該当なし） （該当なし）

計 22 戸

維持管理に

ついて判断を

留保する団地

維持管理、又は
用途廃止

改善、建替、又は
用途廃止

優先的な改善、優
先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

城原住宅 2 戸 君ヶ園ハイツ 20 戸 （該当なし） （該当なし）

計 2 戸 計 20 戸
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■改良住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地
維持管理 改善、又は建替 優先的な改善、

又は優先的な建替 優先的な建替

（該当なし） （該当なし） （該当なし） （該当なし）

維持管理に

ついて判断を

留保する団地

維持管理、又は
用途廃止

改善、建替、又は
用途廃止

優先的な改善、優
先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

阿蔵住宅 6 戸 （該当なし） （該当なし） （該当なし）

計 6 戸
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３）２次判定：
１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

1 次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象（A グループ：

継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地・住棟、B グループ：継続管

理について判断を留保する団地）として、次の 2 段階の検討から事業手法を仮設定します。

■2 次判定フロー

改善不要 改善が必要
優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が必要

（改善不可能）

継続管理する

団地

A1

維持管理

A2

改善、又は建替

A3

優先的な改善、又は

優先的な建替

A4

優先的な建替

維持管理について

判断を留保する

団地

B1

維持管理、又は

用途廃止

B2

改善、建替、又は

用途廃止

B3

優先的な改善、優先

的な建替、又は優先

的な用途廃止

B4

優先的な建替、又は

優先的な用途廃止

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（改善可能）

優先的な対応
が必要

（改善不可能）
継続管理
する団地

維持管理 改善 建替 優先的な
改善

優先的な
建替

優先的な建替

当面管理す
る団地（建替
を前提とし

ない）

当面維
持管理

用途
廃止

改善し
当面維
持管理

用途
廃止

優先的に
改善し

当面維持
管理

優先的な
用途廃止

優先的な
用途廃止

B グループ
継続管理について判断を留保する団地

② 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定
②-1 管理方針による判定
②-2 事業判定

A グループ
継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を

留保する団地・住棟

① ライフサイクルコスト（LCC）比較等を踏ま
えた事業手法の仮設定
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①ライフサイクルコスト（LCC）比較等を踏まえた事業手法の仮設定
1 次判定において、A グループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保

する団地・住棟）と判定した団地・住棟について、改善事業を実施する場合と建替事業を
実施する場合のライフサイクルコスト（LCC）比較や、計画期間内での建替事業量試算に
より、事業手法（改善又は建替）を仮設定します。

１次判定において A グループと判定された 234 戸について、以下の項目に従い検討し、
事業手法を仮設定します。

１）令和 7 年 3 月時点で耐用年限を超過する住棟は、「改善」を実施しても長期的な活用
が困難であるため「建替」と仮設定します。

２）令和 7 年 3 月時点で耐用年限が 1/2 以下の住棟については、建替対象とならないた
め「改善」と仮設定します。

３）令和 7 年 3 月時点で耐用年限の 1/2 を超過する住棟については、建替事業と改善事
業のライフサイクルコスト（LCC）を比較して、改善事業による LCC が建替事業の LCC
を下回った場合は「改善」を、そうでない場合は「建替」と仮設定します。

４）改善事業を実施し、令和 7 年 3 月時点で標準管理期間の 10 年間を経過していない住
棟は、「改善」と仮設定します。

5）外壁及び屋根の長寿命化改善が実施された住棟の耐用年限については、木造・簡易耐
火構造平屋建 45 年、簡易耐火構造２階建 60 年、耐火構造 70 年として判定します。
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②将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定
1 次判定において、B グループ（継続管理について判断を留保する団地）の団地を対象

として、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優先順位を検討し、将来にわたって「継
続管理する団地」とするのか、将来的には他団地との集約等により用途廃止することを想
定する「当面管理する団地（建替を前提としない）」とするのかの判定を行うとともに、
事業手法を仮設定します。

１次判定において B グループと判定された 253 戸について、以下の項目に従い検討し、
事業手法を仮設定します。

②－1 管理方針による判定
対象団地における需要、効率性、立地に関する評価について本市独自で点数化して優先

度を定め、優先順位の評価点が 6 点以上については「継続管理する団地」、5 点以下の団
地を「当面管理する団地（建替を前提としない）」として仮設定します。

需要 ・入居率が 80％以上の団地は 2 点（○）
・入居率が 75％以上 80％未満の団地は 1 点（△）
・75％未満は 0 点（×）

効率性 ・住居系用途地域、近隣商業地域、商業地域が指定されているとともに、敷
地面積がおおむね 1,000 ㎡以上かつ敷地条件（形状や接道状況）に問題が
なく、一体的な高度利用が可能の団地は 2 点（◎）

・用途地域無指定地域で敷地面積がおおむね 1,000 ㎡以上かつ敷地条件（形
状や接道状況）に問題がなく、一体的な高度利用が可能の団地は 1 点（○）

・上記以外は 0 点（×）
立地 利便性 ・団地周辺に公共交通施設（駅またはバス停）があり、かつ、小

学校、商業施設、医療施設のいずれかが立地する団地は 2 点（○）
・上記以外は 0 点（×）

地域バラ
ンス

・近隣に同種別の団地がなく、地域の公営住宅等の需要を支えて
いる団地は 1 点（○）

・上記以外は 0 点（－）
災害危険
区域の内
外等

・団地敷地が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、浸水想
定区域内に位置しない団地は 2 点（○）

・団地敷地が土砂災害警戒区域もしくは浸水想定区域内に位置す
る団地は 1 点（△）

・団地敷地が土砂災害特別警戒区域に位置する団地は 0 点（×）
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②－2 事業判定
ⅰ）継続管理する団地
・1 次判定において「維持管理、又は用途廃止」（改善不要）となった団地・住棟は、「維

持管理」と仮設定します。
・１次判定において「改善、建替、又は用途廃止」（改善必要）となった団地のうち、

令和 7 年 3 月時点で耐用年限を超過する団地・住棟は「建替」、令和 7 年 3 月時点で
耐用年限を超過していない団地・住棟は「改善」と仮設定します。

・1 次判定において「優先的な建替、又は優先的な用途廃止」（改善不可能）となった団
地のうち、令和 7 年 3 月時点で耐用年限を超過する団地・住棟は「優先的な建替」と
仮設定します。

・外壁及び屋根の長寿命化改善が実施された住棟の耐用年限については、木造・簡易耐
火構造平屋建 45 年、簡易耐火構造２階建 60 年、耐火構造 70 年として判定します。

ⅱ）当面管理する団地（建替を前提としない）
・1 次判定において「維持管理、又は用途廃止」（改善不要）となった団地のうち、令和

7 年 3 月時点で耐用年限が 1/2 以下の団地・住棟は「当面維持管理」と仮設定します。
・1 次判定において「改善、建替、又は用途廃止」（改善必要）となった団地のうち、令

和 7 年 3 月時点で耐用年限を超過する団地・住棟、令和 7 年 3 月時点で耐用年限の 1/2
を超過する団地・住棟は「用途廃止」と仮設定します。

・1 次判定において「改善、建替、又は用途廃止」（改善必要）となった団地のうち、令
和 7 年 3 月時点で耐用年限が 1/2 以下の団地・住棟は「改善し当面維持管理」と仮設
定します。

・1 次判定において「優先的な建替、又は優先的な用途廃止」（改善不可能）となった団
地のうち、令和 7 年 3 月時点で耐用年限を超過する団地・住棟は「優先的な用途廃止」
と仮設定します。

・外壁及び屋根の長寿命化改善が実施された住棟の耐用年限については、木造・簡易耐
火構造平屋建 45 年、簡易耐火構造２階建 60 年、耐火構造 70 年として判定します。
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【2 次判定結果のまとめ】
■公営住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地

維持管理 改善 優先的な改善 優先的な建替

さくら住宅

直入スカイビュー団地

4 戸

11 戸

玉来第２団地

下矢倉団地

七里団地

玉来西団地

桜住宅

栄住宅

桐迫住宅

さくら住宅

16 戸

52 戸

20 戸

4 戸

42 戸

20 戸

23 戸

17 戸

（該当なし） （該当なし）

計 15 戸 計 194 戸

建替 優先的な建替

玉来アパート

玉来第 1 団地

玉来第２団地

桜住宅

桐迫住宅

6 戸

46 戸

25 戸

5 戸

20 戸

（該当なし）

計 102 戸

当面管理する

団地（建替を

前提としない）

当面維持管理 改善し当面維持管理 優先的に改善し
当面維持管理 優先的な用途廃止

（該当なし） （該当なし） （該当なし） 菅生住宅

綿内住宅

1 戸

21 戸

計 22 戸

用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止

（該当なし） 上角アパート

下坂田団地

田向住宅

池の口住宅

芹川団地

8 戸

6 戸

14 戸

21 戸

4 戸

（該当なし）

計 53 戸
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■特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地

維持管理 改善 優先的な改善 優先的な建替

（該当なし） 七里第２団地

七里第３団地

白丹住宅

ドイツ村団地

24 戸

8 戸

15 戸

13 戸

（該当なし） （該当なし）

計 60 戸

建替 優先的な建替

ドイツ村団地 ３戸 （該当なし）

計 ３戸

当面管理する

団地（建替を

前提としない）

当面維持管理 改善し当面維持管理 優先的に改善し
当面維持管理 優先的な用途廃止

アルバ桜町 10 戸 七里団地 15 戸 （該当なし） （該当なし）

計 10 戸 計 15 戸

用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止

（該当なし） （該当なし） （該当なし）

■定住促進住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地

維持管理 改善 優先的な改善 優先的な建替

入田住宅

アルバ代官町

4 戸

18 戸

君ヶ園ハイツ 20 戸 （該当なし） （該当なし）

計 22 戸 計 20 戸

建替 優先的な建替

（該当なし） （該当なし）

当面管理する

団地（建替を

前提としない）

当面維持管理 改善し当面維持管理 優先的に改善し
当面維持管理 優先的な用途廃止

城原住宅 2 戸 （該当なし） （該当なし） （該当なし）

計 2 戸

用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止

（該当なし） （該当なし） （該当なし）
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■改良住宅
     ②

①
改善不要 改善が必要

優先的な対応が

必要（改善可能）

優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する

団地

維持管理 改善 優先的な改善 優先的な建替

阿蔵住宅 6 戸 （該当なし） （該当なし） （該当なし）

計 6 戸

建替 優先的な建替

（該当なし） （該当なし）

当面管理する

団地（建替を

前提としない）

当面維持管理 改善し当面維持管理 優先的に改善し
当面維持管理 優先的な用途廃止

（該当なし） （該当なし） （該当なし） （該当なし）

用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止

（該当なし） （該当なし） （該当なし）
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【2 次判定結果のまとめ（団地別・住棟別）】
地区 種別 団地名 棟・号名 管理戸数 建築年度 構造 2 次判定

竹田 公営 玉来アパート 32～34 3 S30 簡２ 建替
35～37 3 S30 簡２ 建替

公営 菅生住宅 91 1 S33 木造 優先的な用途廃止
公営 上角アパート 9～12 4 S31 簡２ 用途廃止

13～16 4 S31 簡２ 用途廃止
公営 下坂田団地 1～6 6 S48 簡２ 用途廃止
公営 綿内住宅 80・81 2 S33 木造 優先的な用途廃止

82 1 S33 木造 優先的な用途廃止
84 1 S33 木造 優先的な用途廃止
85 1 S33 木造 優先的な用途廃止
86 1 S33 木造 優先的な用途廃止
87 1 S33 木造 優先的な用途廃止
88 1 S33 木造 優先的な用途廃止
92・93 2 S34 木造 優先的な用途廃止
94 1 S34 木造 優先的な用途廃止
96・97 2 S34 木造 優先的な用途廃止
100・101 2 S34 木造 優先的な用途廃止
102・103 2 S34 木造 優先的な用途廃止
104 1 S34 木造 優先的な用途廃止
107・108 2 S34 木造 優先的な用途廃止
109 1 S34 木造 優先的な用途廃止

公営 玉来第１団地 112～115 4 S42 簡平 建替
116～120 5 S42 簡平 建替
121～123 3 S42 簡平 建替
124～128 5 S43 簡平 建替
129～132 4 S43 簡平 建替
133～137 5 S43 簡平 建替
138～142 5 S44 簡平 建替
143～147 5 S44 簡平 建替
148～152 5 S44 簡平 建替
153～157 5 S44 簡平 建替

公営 玉来第２団地 158～163 6 S46 簡２ 改善
164～167 4 S46 簡２ 改善
168～173 6 S47 簡２ 建替
174～181 8 S47 簡２ 改善
182～187 6 S49 簡２ 建替
188～193 6 S50 簡２ 建替
194・195 2 S50 簡平 建替
196～198 3 S50 簡平 建替

公営 下矢倉団地 Ａ 12 S57 中耐 改善
Ｂ 12 S58 中耐 改善
Ｃ 12 S60 中耐 改善
Ｄ 16 S62 中耐 改善

公営 七里団地 Ａ 4 H1 耐２ 改善
Ｂ 8 H2 耐２ 改善
Ｃ 4 H3 耐２ 改善
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地区 種別 団地名 棟・号名 管理戸数 建築年度 構造 2 次判定
Ｄ 4 H4 耐２ 改善

公営 玉来西団地 199～202 4 H3 耐２ 改善
荻 公営 桜住宅 22～27 5 S53 簡平 建替

28～32 5 S56 簡２ 改善
101～306 15 H10 中耐 改善
1 1 H11 木造 改善
2 1 H11 木造 改善
3 1 H11 木造 改善
5 1 H11 木造 改善
6 1 H11 木造 改善
7 1 H11 木造 改善
8 1 H11 木造 改善
10 1 H11 木造 改善
11 1 H11 木造 改善
12 1 H11 木造 改善
13 1 H11 木造 改善
14 1 H11 木造 改善
15 1 H12 木造 改善
16 1 H12 木造 改善
17 1 H12 木造 改善
18 1 H12 木造 改善
33・35 2 H13 木造 改善
34・36 2 H13 木造 改善
37 1 H13 木造 改善
38 1 H13 木造 改善

公営 栄住宅 1-1 1 H4 木造 改善
1-2 1 H4 木造 改善
2-1 1 H4 木造 改善
2-2 1 H4 木造 改善
2-3 1 H4 木造 改善
1-3 1 H5 木造 改善
2-5 1 H5 木造 改善
2-6 1 H5 木造 改善
11 1 H14 木造 改善
12 1 H14 木造 改善
13 1 H14 木造 改善
14 1 H14 木造 改善
15 1 H14 木造 改善
16 1 H14 木造 改善
17 1 H14 木造 改善
18 1 H14 木造 改善
19 1 H14 木造 改善
20 1 H14 木造 改善
21 1 H14 木造 改善
22 1 H16 木造 改善

久住 公営 田向住宅 1-1～5 5 S45 簡平 用途廃止
1-6～9 4 S45 簡平 用途廃止
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地区 種別 団地名 棟・号名 管理戸数 建築年度 構造 2 次判定
2-1～5 5 S46 簡平 用途廃止

公営 桐迫住宅 1-1～5 5 S52 簡２ 建替
2-1～5 5 S52 簡２ 建替
3-1～5 5 S53 簡２ 建替
5-1～6 5 S54 簡２ 改善
6-1～6 5 S55 簡２ 改善
7-1～6 5 S55 簡２ 改善
8-1～6 5 S61 木造 建替
9-1～5 4 S63 木造 改善
10-1・2 2 H5 木造 改善
11-1・2 2 H5 木造 改善

公営 池の口住宅 1-1～5 5 S44 簡平 用途廃止
2-1～5 5 S44 簡平 用途廃止
3-1～3 3 S52 簡２ 用途廃止
5-1～5 5 S57 簡２ 用途廃止
6 1 S59 木造 用途廃止
7 1 S60 木造 用途廃止
8 1 S61 木造 用途廃止

公営 さくら住宅 Ａ 4 H12 木造 改善
Ｂ 4 H12 木造 改善
Ｃ 4 H12 木造 改善
14-1 1 H14 木造 改善
14-2 1 H14 木造 改善
14-3 1 H14 木造 改善
14-4 1 H14 木造 改善
14-5 1 H14 木造 改善
6 1 H21 木造 維持管理
7 1 H21 木造 維持管理
8 1 H24 木造 維持管理
9 1 H24 木造 維持管理

直入 公営 芹川団地 Ａ 2 H12 木造 用途廃止
Ｂ 2 H12 木造 用途廃止

公営 直入スカイビュ
ー団地

Ａ 1 H19 木造 維持管理
Ｂ 1 H19 木造 維持管理
Ｃ 1 H19 木造 維持管理
Ｄ 1 H19 木造 維持管理
E 1 H26 木造 維持管理
F 1 H25 木造 維持管理
G 1 H26 木造 維持管理
H 1 H26 木造 維持管理
I 1 H27 木造 維持管理
J 1 H27 木造 維持管理
K 1 H27 木造 維持管理

竹田 特賃 七里団地 E 6 H6 中耐 改善
Ｆ 9 H6 中耐 改善

特賃 七里第２団地 Ａ 9 H10 中耐 改善
Ｂ 15 H10 中耐 改善
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地区 種別 団地名 棟・号名 管理戸数 建築年度 構造 2 次判定
特賃 七里第３団地 8 H6 耐２ 改善

荻 特賃 アルバ桜町 10 H30 中耐 維持管理
久住 特賃 白丹住宅 9-Ａ 1 H9 木造 改善

9-Ｂ 1 H9 木造 改善
9-Ｃ 1 H9 木造 改善
9-Ｄ 1 H9 木造 改善
9-Ｅ 1 H9 木造 改善
10-Ａ 1 H10 木造 改善
10-Ｂ 1 H10 木造 改善
10-Ｃ 1 H10 木造 改善
10-Ｄ 1 H10 木造 改善
10-Ｅ 1 H10 木造 改善
11-Ａ 1 H11 木造 改善
11-Ｂ 1 H11 木造 改善
11-Ｃ 1 H11 木造 改善
11-Ｄ 1 H11 木造 改善
11-Ｅ 1 H11 木造 改善

直入 特賃 ドイツ村団地 A-1 1 H6 木造 改善
A-2 1 H6 木造 改善
A-3 1 H6 木造 改善
B-1 1 H6 木造 改善
B-2 1 H8 木造 改善
B-3 1 H8 木造 改善
C-1 1 H7 木造 改善
C-2 1 H7 木造 改善
C-3 1 H7 木造 改善
C-4 1 H7 木造 改善
D-1 1 H8 木造 改善
D-2 1 H8 木造 改善
D-3 1 H8 木造 改善
2 1 H6 木造 建替
3 1 H6 木造 建替
5 1 H6 木造 建替

竹田 市単 入田住宅 A（管理 B) 1 H23 木造 維持管理
B（管理 A) 1 H23 維持管理
泉水 1 H24 木造 維持管理
泉水 1 H24 維持管理

市単 城原住宅 A 1 H23 木造 当面維持管理
B 1 H23 当面維持管理

市単 君ケ園ハイツ 101‐406 20 H7 中耐 改善
市単 アルバ代官町 18 H30 中耐 維持管理

竹田 改良 阿蔵住宅 101-203 6 H26 耐２ 維持管理
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４）3 次判定：
計画期間における事業手法の決定

3 次判定では、1 次・2 次判定を踏まえ、集約や再編等の可能性、事業費の試算及び事業
実施時期の調整、長期的な管理の見直しを検討した上で、計画期間内に実施可能な事業手
法を決定します。

■判定基準

項目 判定の内容・考え方
①集約・再編等の可能性

を踏まえた団地・住棟
の事業手法の再判定

・1 次、2 次判定を踏まえ、集約や再編の検討対象となり得る
団地等については、効率的な事業実施のため、事業手法を必
要に応じて再検討し、総合的な検討を行う。

②事業費の試算及び事
業実施時期の調整

・中長期的な期間（令和 7～37 年度）のうちに想定される新規
整備事業、改善事業、建替事業等に係る事業量及び事業費が
偏在しないよう事業実施時期を調整して各事業の実施時期を
決定する。

③長期的な管理の見通
しの作成

・これまで検討した事業実施時期を基づき、長期的な管理の見
通しを作成する。

④計画期間における事
業手法の決定

・長期的な管理の見通しに基づき、本計画期間内に実施する予
定事業を決定する。
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①集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定
1 次・2 次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業

手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的な事業実施のため、必要に応じて建替
や改善等の事業手法を再判定します。あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応
等の観点から総合的な検討を行います。

【集約・再編等の可能性を踏まえた再判定の結果】
種別 団地名 棟・号名 2 次判定 3 次判定 判定理由

公営 玉来第１団地 112～115 建替 維持管理 玉来第１団地と玉来第２団地は隣

接していることから、集約建替の

実施を検討する。ただし、今後 10

年間は綿内住宅の建替を優先させ

る必要があり、次期計画における

建替を予定していることから、今

後 10 年間は維持管理とする。

改善判定の住棟についても、他住

棟と同様、次期計画における建替

を予定していることから、今後 10

年間は維持管理とする。

116～120 建替 維持管理

121～123 建替 維持管理

124～128 建替 維持管理

129～132 建替 維持管理

133～137 建替 維持管理

138～142 建替 維持管理

143～147 建替 維持管理

148～152 建替 維持管理

153～157 建替 維持管理

玉来第２団地 158～163 建替 維持管理

164～167 改善 維持管理

168～173 改善 維持管理

174～181 建替 維持管理

182～187 改善 維持管理

188～193 建替 維持管理

194・195 建替 維持管理

196～198 建替 維持管理

公営 桜住宅 22～27 建替 用途廃止 桜住宅の他住棟は平成10年代に建

設した木造住宅で、今後も改善、

維持管理を行う。一方で、22～32

棟は簡易耐火構造住宅で老朽化が

進んでおり、敷地面積等からも建

替事業の効率性も低いと判断され

るため、用途廃止と再判定する。

28～32 改善 用途廃止
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②事業費の試算及び事業実施時期の調整
中長期的な期間（令和 7～37 年度）のうちに想定される新規整備事業、改善事業、建替

事業等に係る事業量及び事業費が偏在しないよう事業実施時期を調整して各事業の実施
時期を決定します。

②－1 事業費の試算
中長期的な期間における改善事業、建替事業、用途廃止事業に係る費用を試算します。

②－2 事業実施時期の調整
１）一定の時期に事業費が集中するなど円滑に事業を実施することが困難と判断される場
合等は実施時期を調整し、事業実施時期や年度別事業費を決定します。

２）本計画期間内における建替、用途廃止については、原則、耐用年数が超過した建設年
度の古い住棟から着手することとし、計画期間内で困難である場合には次期計画以降で実
施します。

３）維持管理と判定された住宅は、建設後概ね 20 年（耐火構造住宅は建設後 20 年、40
年、60 年）を目途に改善を実施し、住宅の長寿命化を図ります。

４）改善と判定された住棟は、原則、建設年代順に実施するが、現在の住棟の劣化状況等
から早期に改善すべき住棟については、実施時期を早める等の調整を行います。
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【事業費の試算及び事業実施時期の調整の結果】
種別 団地名 棟・号名 2 次判定 3 次判定 判定理由

公営 玉来アパート
32～34 建替 維持管理

今後10年間は綿内住宅の建替を優

先させる必要があり、玉来アパー

トは次期計画における建替を予定

していることから、今後 10 年間は

維持管理とする。
35～37 建替 維持管理

公営 綿内住宅 80・81 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

既に団地全体の建替を予定してい

ることから用途廃止せずに優先的

な建て替えとする。
82 優先的な

用途廃止
優先的な

建替

84 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

85 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

86 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

87 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

88 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

92・93 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

94 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

96・97 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

100・101 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

102・103 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

104 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

107・108 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

109 優先的な
用途廃止

優先的な
建替

公営 下矢倉団地 Ａ 改善 維持管理 外壁及び屋根について改修を実施

済みのため、維持管理とする。Ｂ 改善 維持管理

Ｃ 改善 維持管理

Ｄ 改善 維持管理

公営 七里団地 Ａ 改善 維持管理 外壁及び屋根について改修を実施

済みのため、維持管理とする。Ｂ 改善 維持管理

Ｃ 改善 維持管理

Ｄ 改善 維持管理
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種別 団地名 棟・号名 2 次判定 3 次判定 判定理由

公営 玉来西団地 199～202 改善 維持管理
外壁及び屋根について改修を実施

済みのため、維持管理とする。

公営 桐迫住宅 1-1～5 建替 維持管理 桐迫住宅は、次期計画期間におけ

る建替を予定していることから、

今後 10 年間は維持管理とする。

2-1～5 建替 維持管理

3-1～5 建替 維持管理

5-1～6 改善 維持管理

6-1～6 改善 維持管理

7-1～6 改善 維持管理

8-1～6 建替 維持管理

9-1～5 改善 維持管理

10-1・2 改善 維持管理

11-1・2 改善 維持管理

公営 芹川団地 A 用途廃止 改善 改善事業を予定していることか

ら、改善し長寿命化を図る。B 用途廃止 改善

特賃 白丹住宅 9-Ａ 改善 維持管理 外壁及び屋根について改修を実施

済みのため、維持管理とする。9-Ｂ 改善 維持管理

9-Ｃ 改善 維持管理

9-Ｄ 改善 維持管理

9-Ｅ 改善 維持管理

10-Ａ 改善 維持管理

10-Ｂ 改善 維持管理

10-Ｃ 改善 維持管理

特賃 ドイツ村団地 A-1 改善 維持管理 外壁及び屋根について改修を実施

済みのため、維持管理とする。A-2 改善 維持管理

A-3 改善 維持管理

B-1 改善 維持管理

B-2 改善 維持管理

B-3 改善 維持管理

C-1 改善 維持管理

C-2 改善 維持管理

C-3 改善 維持管理

C-4 改善 維持管理

D-1 改善 維持管理

D-2 改善 維持管理
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種別 団地名 棟・号名 2 次判定 3 次判定 判定理由

D-3 改善 維持管理

2 建替 改善 近年改善が実施されている同団地

の他の住棟と合わせ、建替ではな

く改善とし、長寿命化を図る。

3 建替 改善

5 建替 改善
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③長期的な管理の見通しの作成
3 次判定「②事業費の試算及び事業実施時期の調整検討」で決定した事業実施時期をも

とに、令和 7～37 年度までの長期的な管理の見通しを作成します。

【長期的な管理の見通し】

地区 種別 団地名 棟・号名
管理
戸数

事業実施時期

令和 8（2026）～
17（2035）年度

令和 18（2036）～
27（2045）年度

令和 28（2046）～
37（2055）年度

竹田

公営 玉来アパ-ト
32～34 3 維持管理 建替 維持管理

35～37 3 維持管理 建替 維持管理

公営 菅生住宅 91 1 優先的な用途廃止 － －

公営 上角アパ-ト
9～12 4 用途廃止 － －

13～16 4 用途廃止 － －

公営 下坂田団地 1～6 6 用途廃止 － －

公営 綿内住宅

80・81 2 優先的な建替 維持管理 維持管理

82 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

84 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

85 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

86 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

87 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

88 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

92・93 2 優先的な建替 維持管理 維持管理

94 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

96・97 2 優先的な建替 維持管理 維持管理

100・101 2 優先的な建替 維持管理 維持管理

102・103 2 優先的な建替 維持管理 維持管理

104 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

107・108 2 優先的な建替 維持管理 維持管理

109 1 優先的な建替 維持管理 維持管理

公営
玉来第１

団地

112～115 4 維持管理 建替 維持管理

116～120 5 維持管理 建替 維持管理

121～123 3 維持管理 建替 維持管理

124～128 5 維持管理 建替 維持管理

129～132 4 維持管理 建替 維持管理

133～137 5 維持管理 建替 維持管理

138～142 5 維持管理 建替 維持管理
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地区 種別 団地名 棟・号名
管理
戸数

事業実施時期

令和 8（2026）～
17（2035）年度

令和 18（2036）～
27（2045）年度

令和 28（2046）～
37（2055）年度

143～147 5 維持管理 建替 維持管理

148～152 5 維持管理 建替 維持管理

153～157 5 維持管理 建替 維持管理

公営
玉来第２

団地

158～163 6 維持管理 建替 維持管理

164～167 4 維持管理 建替 維持管理

168～173 6 維持管理 建替 維持管理

174～181 8 維持管理 建替 維持管理

182～187 6 維持管理 建替 維持管理

188～193 6 維持管理 建替 維持管理

194・195 2 維持管理 建替 維持管理

196～198 3 維持管理 建替 維持管理

公営 下矢倉団地

Ａ 12 維持管理 改善 維持管理

Ｂ 12 維持管理 改善 維持管理

Ｃ 12 維持管理 改善 維持管理

Ｄ 16 維持管理 改善 維持管理

公営 七里団地

Ａ 4 維持管理 改善 維持管理

Ｂ 8 維持管理 改善 維持管理

Ｃ 4 維持管理 改善 維持管理

Ｄ 4 維持管理 改善 維持管理

公営 玉来西団地 199～202 4 維持管理 改善 維持管理

荻 公営 桜住宅

22～27 5 用途廃止 － －

28～32 5 用途廃止 － －

101～306 15 改善 維持管理 改善

1 1 改善 維持管理 改善

2 1 改善 維持管理 改善

3 1 改善 維持管理 改善

5 1 改善 維持管理 改善

6 1 改善 維持管理 改善

7 1 改善 維持管理 改善

8 1 改善 維持管理 改善

10 1 改善 維持管理 改善

11 1 改善 維持管理 改善

12 1 改善 維持管理 改善
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地区 種別 団地名 棟・号名
管理
戸数

事業実施時期

令和 8（2026）～
17（2035）年度

令和 18（2036）～
27（2045）年度

令和 28（2046）～
37（2055）年度

13 1 改善 維持管理 改善

14 1 改善 維持管理 改善

15 1 改善 維持管理 改善

16 1 改善 維持管理 改善

17 1 改善 維持管理 改善

18 1 改善 維持管理 改善

33・35 2 改善 維持管理 改善

34・36 2 改善 維持管理 改善

37 1 改善 維持管理 改善

38 1 改善 維持管理 改善

公営 栄住宅

1-1 1 改善 維持管理 用途廃止

1-2 1 改善 維持管理 用途廃止

2-1 1 改善 維持管理 用途廃止

2-2 1 改善 維持管理 用途廃止

2-3 1 改善 維持管理 用途廃止

1-3 1 改善 維持管理 用途廃止

2-5 1 改善 維持管理 用途廃止

2-6 1 改善 維持管理 用途廃止

11 1 改善 維持管理 用途廃止

12 1 改善 維持管理 用途廃止

13 1 改善 維持管理 用途廃止

14 1 改善 維持管理 用途廃止

15 1 改善 維持管理 用途廃止

16 1 改善 維持管理 用途廃止

17 1 改善 維持管理 用途廃止

18 1 改善 維持管理 用途廃止

19 1 改善 維持管理 用途廃止

20 1 改善 維持管理 用途廃止

21 1 改善 維持管理 用途廃止

22 1 改善 維持管理 用途廃止

久住 公営 田向住宅

1-1～5 5 用途廃止 － －

1-6～9 4 用途廃止 － －

2-1～5 5 用途廃止 － －
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地区 種別 団地名 棟・号名
管理
戸数

事業実施時期

令和 8（2026）～
17（2035）年度

令和 18（2036）～
27（2045）年度

令和 28（2046）～
37（2055）年度

公営 桐迫住宅

1-1～5 5 維持管理 建替 維持管理

2-1～5 5 維持管理 建替 維持管理

3-1～5 5 維持管理 建替 維持管理

5-1～6 5 維持管理 建替 維持管理

6-1～6 5 維持管理 建替 維持管理

7-1～6 5 維持管理 建替 維持管理

8-1～6 5 維持管理 建替 維持管理

9-1～5 4 維持管理 建替 維持管理

10-1・2 2 維持管理 建替 維持管理

11-1・2 2 維持管理 建替 維持管理

公営 池の口住宅

1-1～5 5 用途廃止 － －

2-1～5 5 用途廃止 － －

3-1～3 3 用途廃止 － －

5-1～5 5 用途廃止 － －

6 1 用途廃止 － －

7 1 用途廃止 － －

8 1 用途廃止 － －

公営 さくら住宅

Ａ 4 改善 維持管理 建替

Ｂ 4 改善 維持管理 建替

Ｃ 4 改善 維持管理 建替

14-1 1 改善 維持管理 建替

14-2 1 改善 維持管理 建替

14-3 1 改善 維持管理 建替

14-4 1 改善 維持管理 建替

14-5 1 改善 維持管理 建替

6 1 維持管理 改善 維持管理

7 1 維持管理 改善 維持管理

8 1 維持管理 改善 維持管理

9 1 維持管理 改善 維持管理

直入

公営 芹川団地
Ａ 2 改善 維持管理 用途廃止

Ｂ 2 改善 維持管理 用途廃止

公営
直入スカイ

ビュ-団地

Ａ 1 維持管理 改善 維持管理

Ｂ 1 維持管理 改善 維持管理
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地区 種別 団地名 棟・号名
管理
戸数

事業実施時期

令和 8（2026）～
17（2035）年度

令和 18（2036）～
27（2045）年度

令和 28（2046）～
37（2055）年度

Ｃ 1 維持管理 改善 維持管理

Ｄ 1 維持管理 改善 維持管理

E 1 維持管理 改善 維持管理

F 1 維持管理 改善 維持管理

G 1 維持管理 改善 維持管理

H 1 維持管理 改善 維持管理

I 1 維持管理 改善 維持管理

J 1 維持管理 改善 維持管理

K 1 維持管理 改善 維持管理

竹田

特賃 七里団地
E 6 改善 維持管理 改善

Ｆ 9 改善 維持管理 改善

特賃
七里第２

団地

Ａ 9 改善 維持管理 改善

Ｂ 15 改善 維持管理 改善

特賃
七里第３

団地
8 改善 維持管理 改善

荻
地優

賃

アルバ

桜町

4 維持管理 改善 維持管理

6 維持管理 改善 維持管理

久住 特賃 白丹住宅

9-Ａ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

9-Ｂ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

9-Ｃ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

9-Ｄ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

9-Ｅ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

10-Ａ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

10-Ｂ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

10-Ｃ 1 維持管理 維持管理 用途廃止

10-Ｄ 1 改善 維持管理 用途廃止

10-Ｅ 1 改善 維持管理 用途廃止

11-Ａ 1 改善 維持管理 用途廃止

11-Ｂ 1 改善 維持管理 用途廃止

11-Ｃ 1 改善 維持管理 用途廃止

11-Ｄ 1 改善 維持管理 用途廃止

11-Ｅ 1 改善 維持管理 用途廃止

直入 特賃 ドイツ村 A-1 1 維持管理 用途廃止 －
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地区 種別 団地名 棟・号名
管理
戸数

事業実施時期

令和 8（2026）～
17（2035）年度

令和 18（2036）～
27（2045）年度

令和 28（2046）～
37（2055）年度

団地 A-2 1 維持管理 用途廃止 －

A-3 1 維持管理 用途廃止 －

B-1 1 維持管理 用途廃止 －

B-2 1 維持管理 用途廃止 －

B-3 1 維持管理 用途廃止 －

C-1 1 維持管理 用途廃止 －

C-2 1 維持管理 用途廃止 －

C-3 1 維持管理 用途廃止 －

C-4 1 維持管理 用途廃止 －

D-1 1 維持管理 用途廃止 －

D-2 1 維持管理 用途廃止 －

D-3 1 維持管理 用途廃止 －

2 1 改善 用途廃止 －

3 1 改善 用途廃止 －

5 1 改善 用途廃止 －

竹田

市単 入田住宅

A（管理 B) 1 維持管理 改善 維持管理

B（管理 A) 1 維持管理 改善 維持管理

泉水 1 維持管理 改善 維持管理

泉水 1 維持管理 改善 維持管理

市単 城原住宅
A 1 維持管理 改善 維持管理

B 1 維持管理 改善 維持管理

市単
君ケ園

ハイツ
101‐406 20 改善 維持管理 改善

市単
アルバ

代官町

8 維持管理 維持管理 改善

2 維持管理 維持管理 改善

8 維持管理 維持管理 改善

竹田 改良 阿蔵住宅 101-203 6 維持管理 維持管理 改善
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④計画期間における事業手法の決定
長期的な管理の見通しを踏まえ、令和 3～12 年度の計画期間における事業手法別戸数を

以下の通り整理します。

【計画期間における事業手法別戸数表】
計画期間内

（令和 8（2026）～令和 17（2035）年度）
公営住宅等管理戸数 524 戸

・建替事業予定戸数 21 戸
・維持管理予定戸数 443 戸

うち計画修繕対応戸数 288 戸
うち改善事業予定戸数 155 戸

・用途廃止予定戸数 60 戸

【公営住宅等種類別内訳】

種別 公営住宅
特定公共賃貸
住宅・地域優
良賃貸住宅

定住促進
住宅

改良住宅

公営住宅等管理戸数 386 戸 88 戸 44 戸 6 戸
・建替事業予定戸数 21 戸 0 戸 0 戸 0 戸
・維持管理予定戸数 305 戸 88 戸 44 戸 6 戸

うち計画修繕対応戸数 227 戸 31 戸 24 戸 6 戸
うち改善事業予定戸数 78 戸 57 戸 20 戸 0 戸

・用途廃止予定戸数 60 戸 0 戸 0 戸 0 戸
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【本計画期間における住棟別事業手法一覧】

地区 種別 団地名 棟・号名 管理
戸数

1次判定
結果

2次判定
結果

3次判定
結果

備考
（2次判定から
の見直し理由）

竹田

公営 玉来アパ-ト
32～34 3 改善、建替、

又は用途廃止 建替 維持管理 次期建替を予定
していることか
ら、今後 10 年間
は維持管理とす
る

35～37 3 改善、建替、
又は用途廃止 建替 維持管理

公営 菅生住宅 91 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
用途廃止 －

公営 上角アパ-ト
9～12 4 改善、建替、

又は用途廃止 用途廃止 用途廃止 －

13～16 4 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止 －

公営 下坂田団地 1～6 6 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止 －

公営 綿内住宅

80・81 2 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

既に団地全体の
建替を予定して
いることから用
途廃止せずに優
先的な建て替え
とする

82 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

84 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

85 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

86 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

87 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

88 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

92・93 2 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

94 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

96・97 2 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

100・101 2 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

102・103 2 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

104 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

107・108 2 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

109 1 優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な
用途廃止

優先的な
建替

公営 玉来第１
団地

112～115 4 改善、又は建替 建替 維持管理

次期建替を予定
していることか
ら、今後 10 年間
は維持管理とす
る

116～120 5 改善、又は建替 建替 維持管理
121～123 3 改善、又は建替 建替 維持管理
124～128 5 改善、又は建替 建替 維持管理
129～132 4 改善、又は建替 建替 維持管理
133～137 5 改善、又は建替 建替 維持管理
138～142 5 改善、又は建替 建替 維持管理
143～147 5 改善、又は建替 建替 維持管理
148～152 5 改善、又は建替 建替 維持管理
153～157 5 改善、又は建替 建替 維持管理

公営 玉来第２
団地

158～163 6 改善、又は建替 建替 維持管理 次期建替を予定
していることか
ら、今後 10 年間
は維持管理とす
る（一部の「改

164～167 4 改善、又は建替 改善 維持管理
168～173 6 改善、又は建替 改善 維持管理
174～181 8 改善、又は建替 建替 維持管理
182～187 6 改善、又は建替 改善 維持管理
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地区 種別 団地名 棟・号名 管理
戸数

1次判定
結果

2次判定
結果

3次判定
結果

備考
（2次判定から
の見直し理由）

188～193 6 改善、又は建替 建替 維持管理 善」の必要のあ
る住棟も含む）194・195 2 改善、又は建替 建替 維持管理

196～198 3 改善、又は建替 建替 維持管理

公営 下矢倉団地

Ａ 12 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

外壁、屋根改修
を実施済の住棟
については維持
管理とする

Ｂ 12 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

Ｃ 12 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

Ｄ 16 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

公営 七里団地

Ａ 4 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

外壁、屋根改修
を実施済の住棟
については維持
管理とする

Ｂ 8 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

Ｃ 4 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

Ｄ 4 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

公営 玉来西団地 199～202 4 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

外壁、屋根改修
を実施済の住棟
については維持
管理とする

荻

公営 桜住宅

22～27 5 改善、又は建替 建替 用途廃止

簡易耐火構造住
宅で老朽化が進
んでおり、敷地
面積等からも建
替事業の効率性
も低いと判断さ
れるため、用途
廃止とする

28～32 5 改善、又は建替 改善 用途廃止

101～306 15 改善、又は建替 改善 改善

－

1 1 改善、又は建替 改善 改善
2 1 改善、又は建替 改善 改善
3 1 改善、又は建替 改善 改善
5 1 改善、又は建替 改善 改善
6 1 改善、又は建替 改善 改善
7 1 改善、又は建替 改善 改善
8 1 改善、又は建替 改善 改善
10 1 改善、又は建替 改善 改善
11 1 改善、又は建替 改善 改善
12 1 改善、又は建替 改善 改善
13 1 改善、又は建替 改善 改善
14 1 改善、又は建替 改善 改善
15 1 改善、又は建替 改善 改善
16 1 改善、又は建替 改善 改善
17 1 改善、又は建替 改善 改善
18 1 改善、又は建替 改善 改善

33・35 2 改善、又は建替 改善 改善
34・36 2 改善、又は建替 改善 改善

37 1 改善、又は建替 改善 改善
38 1 改善、又は建替 改善 改善

公営 栄住宅

1-1 1 改善、又は建替 改善 改善

－

1-2 1 改善、又は建替 改善 改善
2-1 1 改善、又は建替 改善 改善
2-2 1 改善、又は建替 改善 改善
2-3 1 改善、又は建替 改善 改善
1-3 1 改善、又は建替 改善 改善
2-5 1 改善、又は建替 改善 改善
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地区 種別 団地名 棟・号名 管理
戸数

1次判定
結果

2次判定
結果

3次判定
結果

備考
（2次判定から
の見直し理由）

2-6 1 改善、又は建替 改善 改善
11 1 改善、又は建替 改善 改善
12 1 改善、又は建替 改善 改善
13 1 改善、又は建替 改善 改善
14 1 改善、又は建替 改善 改善
15 1 改善、又は建替 改善 改善
16 1 改善、又は建替 改善 改善
17 1 改善、又は建替 改善 改善
18 1 改善、又は建替 改善 改善
19 1 改善、又は建替 改善 改善
20 1 改善、又は建替 改善 改善
21 1 改善、又は建替 改善 改善
22 1 改善、又は建替 改善 改善

久住

公営 田向住宅

1-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

－1-6～9 4 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

2-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

公営 桐迫住宅

1-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 建替 維持管理

次期建替を予定
していることか
ら、今後 10 年間
は維持管理とす
る

2-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 建替 維持管理

3-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 建替 維持管理

5-1～6 5 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

6-1～6 5 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

7-1～6 5 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

8-1～6 5 改善、建替、
又は用途廃止 建替 維持管理

9-1～5 4 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

10-1・2 2 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

11-1・2 2 改善、建替、
又は用途廃止 改善 維持管理

公営 池の口住宅

1-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

－

2-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

3-1～3 3 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

5-1～5 5 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

6 1 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

7 1 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

8 1 改善、建替、
又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

公営 さくら住宅

Ａ 4 改善、又は建替 改善 改善

－

Ｂ 4 改善、又は建替 改善 改善
Ｃ 4 改善、又は建替 改善 改善

14-1 1 改善、又は建替 改善 改善
14-2 1 改善、又は建替 改善 改善
14-3 1 改善、又は建替 改善 改善
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地区 種別 団地名 棟・号名 管理
戸数

1次判定
結果

2次判定
結果

3次判定
結果

備考
（2次判定から
の見直し理由）

14-4 1 改善、又は建替 改善 改善
14-5 1 改善、又は建替 改善 改善

6 1 維持管理 維持管理 維持管理
7 1 維持管理 維持管理 維持管理
8 1 維持管理 維持管理 維持管理
9 1 維持管理 維持管理 維持管理

直入

公営 芹川団地
Ａ 2 改善、建替、

又は用途廃止 用途廃止 改善 改善事業を予定
していることか
ら、改善し、長
寿命化を図るＢ 2 改善、建替、

又は用途廃止 用途廃止 改善

公営 直入スカイ
ビュ-団地

Ａ 1 維持管理 維持管理 維持管理

－

Ｂ 1 維持管理 維持管理 維持管理
Ｃ 1 維持管理 維持管理 維持管理
Ｄ 1 維持管理 維持管理 維持管理
E 1 維持管理 維持管理 維持管理
F 1 維持管理 維持管理 維持管理
G 1 維持管理 維持管理 維持管理
H 1 維持管理 維持管理 維持管理
I 1 維持管理 維持管理 維持管理
J 1 維持管理 維持管理 維持管理
K 1 維持管理 維持管理 維持管理

竹田

特賃 七里団地

E 6 改善、建替、
又は用途廃止 改善

改善し当
面維持管

理 －

Ｆ 9 改善、建替、
又は用途廃止 改善

改善し当
面維持管

理

特賃 七里第２
団地

Ａ 9 改善、又は建替 改善 改善 －Ｂ 15 改善、又は建替 改善 改善

特賃 七里第３
団地 8 改善、又は建替 改善 改善 －

荻 地優
賃

アルバ
桜町

4 維持管理
又は用途廃止 維持管理 維持管理

－
6 維持管理

又は用途廃止 維持管理 維持管理

久住 特賃 白丹住宅

9-Ａ 1 改善、又は建替 改善 維持管理

外壁、屋根改修
を実施済の住棟
については維持
管理とする

9-Ｂ 1 改善、又は建替 改善 維持管理
9-Ｃ 1 改善、又は建替 改善 維持管理
9-Ｄ 1 改善、又は建替 改善 維持管理
9-Ｅ 1 改善、又は建替 改善 維持管理
10-Ａ 1 改善、又は建替 改善 維持管理
10-Ｂ 1 改善、又は建替 改善 維持管理
10-Ｃ 1 改善、又は建替 改善 維持管理
10-Ｄ 1 改善、又は建替 改善 改善

－

10-Ｅ 1 改善、又は建替 改善 改善
11-Ａ 1 改善、又は建替 改善 改善
11-Ｂ 1 改善、又は建替 改善 改善
11-Ｃ 1 改善、又は建替 改善 改善
11-Ｄ 1 改善、又は建替 改善 改善
11-Ｅ 1 改善、又は建替 改善 改善

直入 特賃 ドイツ村
団地

A-1 1 改善、又は建替 改善 維持管理

外壁、屋根改修
を実施済の住棟
については維持
管理とする

A-2 1 改善、又は建替 改善 維持管理
A-3 1 改善、又は建替 改善 維持管理
B-1 1 改善、又は建替 改善 維持管理
B-2 1 改善、又は建替 改善 維持管理
B-3 1 改善、又は建替 改善 維持管理
C-1 1 改善、又は建替 改善 維持管理
C-2 1 改善、又は建替 改善 維持管理
C-3 1 改善、又は建替 改善 維持管理
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地区 種別 団地名 棟・号名 管理
戸数

1次判定
結果

2次判定
結果

3次判定
結果

備考
（2次判定から
の見直し理由）

C-4 1 改善、又は建替 改善 維持管理
D-1 1 改善、又は建替 改善 維持管理
D-2 1 改善、又は建替 改善 維持管理
D-3 1 改善、又は建替 改善 維持管理

2 1 改善、又は建替 建替 改善
近年改善が実施
されている同団
地の他の住棟と
合わせ、建替で
はなく改善と
し、長寿命化を
図る

3 1 改善、又は建替 建替 改善

5 1 改善、又は建替 建替 改善

竹田

市単 入田住宅

A（管理 B) 1 維持管理 維持管理 維持管理

－B（管理 A) 1 維持管理 維持管理 維持管理
泉水 1 維持管理 維持管理 維持管理
泉水 1 維持管理 維持管理 維持管理

市単 城原住宅
A 1 維持管理

又は用途廃止
当面維持

管理 維持管理
－

B 1 維持管理
又は用途廃止

当面維持
管理 維持管理

市単 君ケ園
ハイツ 101‐406 20 改善、建替、

又は用途廃止 改善 改善 －

市単 アルバ
代官町

8 維持管理 維持管理 維持管理
－2 維持管理 維持管理 維持管理

8 維持管理 維持管理 維持管理

竹田 改良 阿蔵住宅 101-203 6 維持管理
又は用途廃止 維持管理 維持管理 －
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６．公営住宅等における各種実施方針

（１）点検の実施方針

公営住宅等における点検については、全公営住宅等に対する点検・診断を実施するもの
とし、その結果に基づく必要な対策の実施、点検・診断結果や修繕履歴の情報の記録及び
次の点検・診断等への活用という「メンテナンスサイクル」を構築します。このメンテナ
ンスサイクルを構築するため、次のような点検ごとの実施方針を設定します。

１）定期点検
〇法定点検については、法令に基づく適切な点検を実施します。
〇法定点検の対象外の住棟については、建築基準法第 12 条の規定に準じて法定点検と同様

の点検の実施に努めます。

２）日常点検
〇定期点検とは別に、外観からの目視により容易に確認することが可能な部位等について

は、年に 1 回程度、定期的に施設管理者による日常点検を実施します。
〇日常点検は、建築基準法第 12 条で規定する有資格者以外のもの（事業主体の担当者等）

による実施も可能な簡便なものとします。
〇点検項目は「公営住宅等日常点検マニュアル（平成28年8月国土交通省住宅局住宅総合整

備課）」を参考に実施するものとします。
○エレベーターについては、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」、「エレベーター

保守・点検業務標準契約書」（平成28年2月国土交通省住宅局建築指導課）等を参考に、
点検を実施するものとします。

○遊具、外構、駐車場等、法定点検にはない点検項目については、適切な維持管理のため、
随時、状況把握に努めます。

３）入退去時の点検
〇入居者が専用的に使用する共用部分（バルコニー等）や、住宅内の設備等、住宅内部に

立ち入る必要があり、定期点検、日常点検では把握することが困難な部位については、
入居者の退去時に点検を実施し、点検記録を蓄積します。

４）点検記録のデータベース化
○定期点検、日常点検、入退去時の点検の記録は、修繕や維持管理の計画・実施や次の点

検に活用できるよう整備に努めます。
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【参考】日常点検項目一覧（「公営住宅等日常点検マニュアル（Ｈ28 年 8 月）」より）

＜耐火・準耐火建築物＞

▼敷地及び地盤

▼建築物の外部
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▼屋上及び屋根

▼避難施設等

▼建築設備（給水設備及び排水設備）
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＜木造建築物＞

▼敷地及び地盤

▼建築物の外部

▼屋上及び屋根

▼建築設備（給水設備及び排水設備）
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（２）計画修繕の実施方針

点検結果及びデータベース等の内容を踏まえ、適切な時期に予防保全的な観点から計画的
に修繕していくため、計画期間内に実施する計画修繕の実施方針及びその内容は以下の通り
とします。

１）計画修繕の内容と実施時期
○計画修繕は、計画修繕周期を参考に、公共施設全体と住棟別に内容と実施時期を調整し

ながら、予防保全的な修繕を行うことで、居住性・安全性等の維持・向上、住宅ストッ
クの長期的な活用を図ります。

○点検結果等から住棟の劣化状況を判断し、修繕の必要性の高いものから順に修繕を実施
します。

○近い将来、用途廃止や建替の対象となっている住棟については、計画修繕を実施せずに
当面維持管理するものとします。

２）工事の効率化・コストの削減
○建設時期が近い住棟については工事時期を分散し、同じ団地内の住棟については同じ時

期に修繕を実施するなど、工事の効率化やコストの軽減を考慮し、工事時期等の調整を
図ります。

○改善事業が予定されている住棟については、改善事業に合わせて、計画修繕を行うなど、
工事の効率化を図ります。

３）修繕記録のデータベース化
○実施した修繕の内容をデータベースに記録し、将来の修繕や改善等の実施の際に、有効

に活用できるよう整備に努めます。
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【参考】修繕周期表（「公営住宅等長寿命化計画策定指針（Ｈ28 年 8 月）」より）
■修繕の周期（建物）
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（３）改善事業の実施方針

改善事業については、長寿命化型、居住性向上型、福祉対応型、安全性確保型の 4 つの
類型毎に、住棟別に必要性や効果による優先順位を考慮し、住戸改善、共用部改善、屋外・
外構改善等の改善事業を実施します。

■公営住宅等ストック総合改善事業メニュー例
住戸改善 共用部分改善 屋外・外構改善

長寿命
化型

・浴室の防水性能の向上に
資する工事

・内壁の断熱性能向上、耐
久性向上に資する工事

・配管の耐久性向上に資す
る工事等

・躯体・屋上・外壁・配管
の耐久性向上

・避難施設の耐久性向上等

・配管の耐久性・耐食性向
上に資する工事等

居住性
向上型

・間取りの改修
・給湯設備の設置
・電気容量のアップ
・外壁・最上階の天井等の

断熱
・開口部のアルミサッシ化

等

・給水方式の変更
・断熱化対応
・共視聴アンテナ設備
・地上デジタル放送対応

（当該建物に起因する電
波障害対策の既設共聴ア
ンテナ等の改修も含む）
等

・雨水貯留施設の設置
・地上デジタル放送対応

（当該建物に起因する電
波障害対策の既設共聴ア
ンテナ等の改修も含む）

・集会所の整備・増改築
・児童遊園の整備
・排水処理施設の整備等

福祉
対応型

・住戸内部の段差解消
・浴室、便所等の手すりの

設置
・浴槽、便器の高齢化対応
・高齢者対応建具
・流し台、洗面台更新等

・廊下、階段の手すり設置
・ＥＶの設置・機能向上
・段差の解消
・視覚障害者誘導用ブロッ

ク等の設置等

・屋外階段の手すりの設置
・屋外通路等の幅員確保
・スロープの設置
・電線の地中化等

安全性
確保型

・台所壁の不燃化
・避難経路の確保
・住宅用防災警報器等の設

置
・アスベストの除去等
・ピッキングが困難な構造

の玄関扉の錠、補助錠の
設置、破壊が困難なガラ
スへの取替、防犯上有効
な箇所への面格子等の防
犯建物物品の設置 等

・耐震改修
・外壁落下防止改修
・バルコニーの手すりのア

ルミ化
・防火区画
・避難設備の設置
・アスベストの除去等
・EV かご内の防犯カメラ設

置
・地震自管制運転装置等の

設置等

・屋外消火栓設置
・避難経路となる屋外通路

等の整備
・屋外通路等の照明設備の

照度確保
・ガス管の耐震性・耐食性

向上
・防犯上有効な塀、柵、垣、

植栽の設置等

本市において、計画期間内に実施する個別改善メニューを以下に示します。
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■長寿命化型：一定の居住性や安全性が確保され、長期的利用の住棟において耐久性の向
上や、躯体への影響の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全的
な改善を行います。

【実施内容】屋根改修、外壁の断熱改修、耐候性塗料、給排水管の耐久性向上、
住戸内配管の集約化

■居住性向上型：引き続き活用を図る昭和 40～60 年代のストックについて、住戸・住棟設
備の機能向上を行い、居住性を向上させます。

【実施内容】給湯設備の設置（三点給湯等）

■福祉対応型：引き続き活用を図る昭和 40～60 年代のストックに、高齢者等が安全・安心
して居住ができるよう、住戸、共用部、屋外のバリアフリー化を進めます。

【実施内容】住戸内・共用部の段差の改修、浴室・便所の高齢者対応

■安全性確保型：非常時に円滑に避難できるように、避難設備や経路の整備・確保を行い
ます。また防犯性や転倒防止等の生活事故防止に配慮します。

【実施内容】外壁落下防止改修、屋外通路等の避難経路の整備
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（４）建替事業の実施方針

公営住宅の建替にあたっては、本市の都市計画区域内にあって長期的な空家が無く、応
募が見込める面積が一定規模の住宅団地で、かつ公営住宅法の耐用年限の 1／2 以上が経過
した木造、簡易耐火構造の住宅を中心に建替を図ります。

建替事業は、以下の方針に基づき実施します。

１）集約建替と施設・機能複合化による安心居住の拠点形成
〇老朽化した住宅の更新を早期に円滑に進めるため、近隣の公営住宅や隣接する県営住宅

との集約建替を検討します。
〇その際、新たな福祉機能等の導入を図り、安心して暮らせる地域の拠点施設として再生

します。
〇住宅・施設の一体的整備により市の公共施設の維持管理コストの縮減を図ります。

２）敷地条件や集落景観との調和
〇各住宅の敷地条件や集落景観に配慮し、建物配置や形態等について周辺との景観の調和

を図るとともに、広場や集会所、緑地等の地域に必要な施設の整備を図るなど、周辺地
域への貢献についても考慮した整備を検討します。

３）多様な居住ニーズへの配慮
〇コミュニティバランスが崩れることのないよう、低層部に高齢者世帯、上層部に若者世

帯等の多様な世帯が住棟・団地に居住するコミュニティミックスに十分配慮して計画の
検討を行います。

〇超高齢社会において増加する高齢者単身・夫婦世帯を想定した１DK・2DK などの間取り
タイプを確保し、様々な世帯人数に対応した適切な居住水準の確保に努めます。

〇就農者向けの住宅など、市の戦略・施策とリンクした地域価値創造の場としての活用に
ついても検討します。

４）入居者負担に配慮した建替の推進
〇居住継続・転出に関する調整、転出時の準備期間などを十分に考慮した建替工程とする必

要があります。また、仮移転や戻り入居など入居者の移動に伴う負担をなるべく軽減でき
るような移転ローリング計画を検討します。

〇整備にあたっては、必要に応じて建替工区を複数に分割するなど、移転等の負担がなるべ

く少ない進め方を検討します。
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７．長寿命化のための事業実施予定一覧

（１）住棟単位の事業実施予定一覧

修繕・改善にかかる事業予定一覧については、別紙「様式１」に整理します。
建替にかかる事業予定一覧は以下の通りです。

【様式２】建替えに係る事業予定一覧
事業主体名：大分県竹田市
住宅の区分：公営住宅

団地名 住 棟
番 号

戸数 構 造 建設年度 次期定期
点検時期

建替予定
年  度

綿内住宅 80・81 2 木造 S33 ―

Ｒ8～年度

82 1 木造 S33 ―
84 1 木造 S33 ―
85 1 木造 S33 ―

86 1 木造 S33 ―

87 1 木造 S33 ―
88 1 木造 S33 ―

92・93 2 木造 S34 ―
94 1 木造 S34 ―

96・97 2 木造 S34 ―
100・101 2 木造 S34 ―
102・103 2 木造 S34 ―

104 1 木造 S34 ―
107・108 2 木造 S34 ―

109 1 木造 S34 ―



- 83 -

８．長寿命化のための維持管理による効果

（１）ライフサイクルコスト算定の考え方

公営住宅等長寿命化計画を策定することにより、予防保全的な修繕や耐久性の向上する
改善等の計画的に実施し、公営住宅等の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減に
つなげることができます。

公営住宅等長寿命化計画を策定し、予防保全的な維持管理等を実施することによる効果
を検討します。

■ライフサイクルコスト算定の考え方

①1 棟の LCC 改善効果＝LCC（計画前）－LCC（計画後）

②【LCC（計画前）】＝（建設費＋修繕費＋除却費）※／評価期間（改善非実施）
※公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）を実施しない場合に想定さ
れる管理期間に要するコスト

■評価期間（改善非実施）
耐火造 ………… 50 年 （長寿命化計画策定指針の算出例より）

③【LCC（計画後）】＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）※／評価期間（改善実施）
※公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）を実施する場合に想定され
る管理期間（目標管理期間）に要するコスト

■評価期間（改善実施）
耐火造 ………… 70 年 （長寿命化計画策定指針の算出例より）

（２）ライフサイクルコスト改善効果

従来の対症療法型の維持管理から、定期点検を実施して公営住宅等ストックの状況を把
握したうえで、適切な時期に予防的な修繕及び耐久性の向上等を図る改善を実施すること
で、居住性の向上や高齢者等に配慮した、より安全で安心な公営住宅等の提供ができると
ともに建築物の長寿命化が図られコスト縮減につながります。


